
 

 

大阪府営業時間短縮協力金支給申請書 

 

大阪府知事 様 

 

「大阪府営業時間短縮協力金」募集要項の内容を了承の上、申請します。なお、下記に記載した事

項については事実と相違ありません。 

 

１．申請者の情報 （□は該当するものにチェックを入れてください。） 
 

事 業 者 の 区 分 
□ 法人 【法人番号】              

□ 個人事業主  

事 業 者 名 

（法人名又は屋号） 

フリガナ  

 

代 表 者 名 

（個人事業主の氏名） 

フリガナ  代表者 

生年月日 
   年  月  日  

 

本 店 
所 在 地 

（個人事業主の住所） 

〒   － 

 

担 当 者 名 

フリガナ  電話番号 
※日中、連絡が取れる電話番号をご記入ください。 

 

 

 メールアドレス 
※メールアドレスをお持ちでしたら、ご記入ください。 

 

 

 

２．振込先口座の情報 （□は該当するものにチェックを入れてください。） 
 

金 融 機 関 名  
銀行・信用金庫 金 融 機 関 

コ ー ド 
    

信用組合・農協 

支 店 名  
本店 支 店 

コ ー ド 
   

支店 

預 金 種 目 □ 普通預金 □当座預金 
口 座 番 号 

※右詰めで記入 
       

口 座 名 義  

※口座名義は、法人の場合は当該法人名義の口座、個人事業主の場合は本人名義の口座に限ります。 

※振込先確認書類を省略する場合は、必ず下記３の支援金（協力金）で支給された振込先口座を記入してください。 

 

３．「休業要請支援金（府・市町村共同支援金）」等の受給情報 
以下のいずれかの支援金又は協力金について、本協力金の申請時点において、既に受給されている事業者に 

ついては、申請書類の一部を省略できます。申請書類の一部を省略する場合は、以下のいずれか１つの支援金 
（協力金）の□にチェックを入れていただき、受給の有無の確認、選択いただいた支援金（協力金）の登録情 
報との照合に同意の上、受付番号又は申込番号を記入してください。 
※休業要請支援金（府・市町村共同支援金）、大阪府休業要請外支援金の受付番号については、各事務局 
（又は大阪府営業時間短縮協力金コールセンター：０６－６２１０－９５２５）にお問い合せください。 
営業時間短縮協力金（大阪市・府共同）の申込番号については、「大阪市行政オンラインシステム」のマイ 
ページをご確認ください。 

※以下の支援金又は協力金の受給をもって、本協力金の支給をお約束するものではありません。 
 

□「休業要請支援金（府・市町村共同支援金）」 
□「大阪府休業要請外支援金」 
□ 令和２年８月「感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金（大阪市・府共同）」 
□「令和２年11月及び12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金（大阪市・府共同）」 
□「令和２年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金（大阪市・府共同）」 
 

上の□に✔を入れたものについて、以下に記入してください。 

受給の有無 □ 受給あり 同意の確認 □ 同意する 
受付番号 
申込番号  

申請日 令和３年 月    日 

※カタカナで記載してください。 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です（コピー可）。 
 

※ＷＨ、ＷＫ、ＰＨ、ＰＫのいずれかではじまる９桁の受付番号を記入してください。 

 ※ＥＣ、ＥＰ、ＨＣ、ＨＰのいずれかではじまる９桁の受付番号を記入してください。 

 

※８桁の申込番号を記入してください。 

 

※８桁の申込番号を記入してください。 

 

※８桁の申込番号を記入してください。 

 

紙申請用 （様式第１－１－１号） 



 
 

 

 

大阪府営業時間短縮協力金支給要件確認書 

 

大阪府知事 様 

 

＜申請者＞           〒 

本店所在地（個人事業主の住所） 

事業者名（法人名又は屋号） 

代表者名（個人事業主の氏名） 

 

大阪府営業時間短縮協力金の申請にかかる要件については、次のとおりです。 

 

１．対象施設（店舗）の情報 （□は該当するものにチェックを入れてください。） 
 

店 舗 名 称 

（店舗名又は屋号） 

フリガナ  

 

対 象 店 舗 

所 在 地 

〒   － 

大阪府                      （店舗の直通電話番号：          ）       

ホームページ等の情報 

 □ 情報あり（                                                       ) 

 □ 情報なし  
※情報なしの場合は、「店舗の内観写真」と「店舗の賃貸借契約書などの写し」を追加で提出してください。（店舗が自己所有の場合は、賃貸借契約書などの代わりに、発行３ケ月

以内の「店舗の不動産登記簿謄本（建物）の写し」を提出してください。） 

対 象 店 舗 の 

営 業 開 始 日 

□ 令和３年１月14日以前に営業を開始している 

（令和３年１月15日以降に営業を開始した場合は、対象外となります。）  

対象店舗の営業実態 

□ 令和３年２月６日までに閉店※しなかった。    

□ 令和３年２月６日までに閉店※した。 

    閉店日 令和３年  月  日  

申 請 者 と 
対 象 店 舗 の 関 係 

□ 申請者は対象店舗を代表する運営者であり、管理運営の権限を有している。 

（管理運営権限を有していない方は、対象外となります。） 

通常の営業時間 

□ 通常の営業時間に、午後８時から翌午前５時までの時間が含まれている 

（通常の営業時間が、午前５時から午後８時までの時間内に収まっている場合は、対象外となりま

す。） 

業 態 

【対象施設（店舗）一覧表】から、該当するものの番号をご記入ください。 

＜番号＞ 「３」・「17」については、具体的な業態をご記入ください。 

  

飲食店・喫茶店の 

営業許可番号 
 許可日     年   月   日 

 

２．要請を遵守した内容 （□は該当するものにチェックを入れてください。） 

感染拡大予防ガイド

ライン及び要請を遵

守した期間 

□  令和３年１月14日から令和３年２月７日まで 

□ 令和３年１月18日から令和３年２月７日まで 

□  令和３年１月14日から閉店日まで 

□  令和３年１月18日から閉店日まで 

要請を遵守した 

内容 

□  ①上記の全ての期間において、休業した。 

□  ②上記の全ての期間において、営業時間短縮（午前５時から午後８時まで）を行った。 

□ ③上記の期間において、休業及び営業時間短縮（午前５時から午後８時まで）を行った。 

初回の営業時間短縮日 

③を選択された場合は、要請期間中において、最初に営業を
行った日をご記入ください。 

※ステッカーを導入する前に営業を行っていた場合、やむを
得ない理由を申し立てていただく必要があります。 

令和３年   月   日   

酒類の提供 
□  ①酒類の提供を行っていなかった。 

□ ②酒類の提供を行っていたが、提供は午前11時から午後７時までとしていた。 

申請日 令和３年 月    日 

※ＨＰのＵＲＬやグルメサイト、ＳＮＳなど、店舗の実在を表す、インターネット上の情報についてご記入ください。 

 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 

※店舗名はできるだけ詳しく書いてください。 例：大阪食堂 大手前店 

 

紙申請用 

※「閉店」とは、翌日から営業実態がなくなることをいいます。 

（様式第１－１－２号） 



 
 

 

３．大阪府「感染防止宣言ステッカー」の導入に関する情報 
 

 

 

【対象施設（店舗）一覧表】 
  

 対象施設（店舗） 備考 

１ 
 
飲食店、喫茶店 
 

※食品衛生法における飲食店営業

の許可・喫茶店営業の許可を受け

ている飲食店 

※宅配・テイクアウトサービスは

除く 

 

飲食店（レストラン、
居酒屋、料理店等） 

 
【要請内容】 
 
・午前５時から午後８時までの
営業時間短縮 
 
・酒類の提供は午前１１時から
午後７時まで 
 
・業種別ガイドライン等に基づ
く感染防止策の徹底 

２ 
喫茶店（カラオケ喫
茶含む） 

３ 

１～２以外のその他
設備を設けて客に飲
食をさせる営業が行
われる施設 

４  
遊興施設のうち、食品衛生法
における飲食店営業の許可・
喫茶店営業の許可を受けて
いる飲食店 
 

※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿

泊を目的とした利用が相当程度見

込まれる施設は要請対象外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キャバレー 

５ ナイトクラブ 

６ ダンスホール 

７ スナック 

８ バー 

９ ダーツバー 

10 パブ 

11 サロン 

12 ホストクラブ 

13 ディスコ 

14 出会い系喫茶 

15 カラオケボックス 

16 ライブハウス 

17 
４～16以外のその
他遊興施設 

 

 

 

 

 

登録ナンバー 

対象店舗に掲示しているステッカー

のナンバー（６ケタ）をご記入くだ

さい。 

      

ステッカー 

導入時期 

□  ①ステッカー導入期限（令和３年１月14日又は１月18日）までに導入できた。 

□ ②ステッカー導入期限（令和３年１月14日又は１月18日）までに導入できなかった。 

やむを得ない

理由 

 

②「ステッカー導入期限（令和３年１月14日又は１月18日）までに導入できなかった。」を選んだ場合、

申請には「やむを得ない理由」が必要です。下記の①～⑤のいずれかから選択してください。「やむを得

ない理由」がない場合は申請できません。 

□  ①パソコン、スマートフォンなどＩＴ環境がなく登録に時間を要したため。 

□  ②感染拡大予防ガイドラインを守っていたので、ステッカーの導入は必要ないと思っていたため。  

□ ③ステッカーを登録するだけでよく、掲示が必要だと認識していなかったため。 

□ 

 

④発行済みのステッカーを再発行できず、新規で登録しなおしたため（当初登録時の電話番号を忘

れた方等）。 

□ 

 

⑤その他  

（                                ） 

※（ ）内に理由を記載してください。 

 



 
 

 

 
 
 
 

私は、「大阪府営業時間短縮協力金」の支給を申請するにあたり、下記の内容について、誓約・同意

いたします。 

記 
 
※誓約・同意事項を確認し、チェックボックスにチェックを入れてください。 
 
１ 支給要件を全て満たしています。 □ 

２ 営業に必要な許可等を全て有しています。 □ 

３ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、大阪府暴力団排除条例第 2
条第 1号に規定する暴力団、同条第 2号に規定する暴力団員、同条第 3号に規定する暴力
団員等及び同条第 4号に規定する暴力団密接関係者には、該当せず、かつ将来にわたって
も該当しません。また、上記の暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団密接関係者が経
営に事実上参画していません。 

□ 

４ 申請店舗名称（店舗名又は屋号）・所在地（市町村及び行政区名まで）の公表に応じます。 □ 

５ 申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、本協力金全額の返還と
違約金及び返還に要する費用の支払いに応じます。 □ 

６ 大阪府から店舗の活動状況に関する調査、報告又は是正のための措置の求めがあった場合
は、これに応じます。また、申請内容に疑義があった場合に、大阪府が申請店舗の関係者
に対して本申請の内容について調査することに同意します。 

□ 

７ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で提出いただいた営業に必要な許可等の
申請書類について、所管官庁等への申請情報等と照合することに同意します。 □ 

８ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で入力及び提出いただいたステッカーの
内容について、大阪府「感染防止宣言ステッカー」の登録情報と照合することに同意しま
す。 

□ 

９ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載された情報について、税務情報として
使用することがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合は、税務情報
として提供することについて同意します。  

□ 

10 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載された情報について、大阪府の他の協
力金等の事業（協力金、支援金その他申請者の事業継続に資するものに限る。）における
審査、支給等の事務のために使用することがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求
めがあった場合にも、当該行政機関の実施する同趣旨の協力金等における審査・支給等の
事務のために提供することについて同意します。 

□ 

11 申請書類に記載された情報を、大阪府暴力団排除条例第 24 条に基づき、大阪府警察本部に
提供することに同意します。 □ 

12 個人情報の取扱いに関して、本協力金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が事務の
一部を委託する事業者に提供することに同意します。 □ 

13 申請内容に関する振込口座の記入間違い等、軽微な誤りについては、大阪府（事務を委託
する事業者を含む）が補正することに同意します。 □ 

14 申請内容の不備等が、大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、大阪府が当
該申請は取り下げられたものとみなすことについて同意します。 □ 

15 支給決定を行った後、申請等の不備による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由
により、大阪府が指定する期限までに当該不備が解消されなかったときは、申請者は本協
力金の支給を受けることを辞退したものとみなし、当該支給決定を取り消すことに同意し
ます。 

□ 

 
 
大阪府知事 様 
 

                         本店所在地 

（個人事業主の住所）                     

事業者名 

（法人名又は屋号）                         

代表者名 

（個人事業主の氏名）                       

誓約日 令和３年 月 日 

誓約・同意書 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です（コピー可）。 

紙申請用 （様式第１－１－３号） 



 
 

 

 

 

大阪府営業時間短縮協力金（第２期）支給申請書 

 

大阪府知事 様 

 

大阪府営業時間短縮協力金（第２期）募集要項の内容を了承の上、申請します。なお、下記に記載した事項について

は事実と相違ありません。 

１．申請者の情報 （□は該当するものにチェックを入れてください。） 

事 業 者 の 区 分 
□ 法人 【法人番号】              

□ 個人事業主  

事 業 者 名 

（法人名又は屋号） 

フリガナ  

 

代 表 者 名 

（個人事業主の氏名） 

フリガナ  代表者 

生年月日 
   年  月  日  

 

本 店 
所 在 地 

（個人事業主の住所） 

〒   － 

 

担 当 者 名 

フリガナ  電話番号 
※日中、連絡が取れる電話番号をご記入ください。 

 

 

 メールアドレス 
※メールアドレスをお持ちでしたら、ご記入ください。 

 

 

２．振込先口座の情報 （□は該当するものにチェックを入れてください。） 

金 融 機 関 名  
銀行・信用金庫 金 融 機 関 

コ ー ド 
    

信用組合・農協 

支 店 名  
本店 支 店 

コ ー ド 
   

支店 

預 金 種 目 □ 普通預金 □当座預金 
口 座 番 号 

※右詰めで記入 
       

口 座 名 義  

※口座名義は、法人の場合は当該法人名義の口座、個人事業主の場合は本人名義の口座に限ります。 

※振込先確認書類を省略する場合は、必ず下記３の支援金（協力金）で申請又は支給された振込先口座を記入してください。 

 

３.各種支援金（協力金）の受給情報 ※（１）又は（２）のいずれかを記入ください。 

(１) 本協力金の申請時点において、大阪府営業時間短縮協力金（第１期）を申請している事業者については、申請書類の 
一部を省略できます。申請書類の一部を省略する場合は、申込番号を記入してください。 

※申込番号については、「大阪府行政オンラインシステム」のマイページで確認又は大阪府営業時間短縮協力金コールセンター（06-6210-9525）に 

お問い合せください。 

 
（２）以下のいずれかの支援金又は協力金について、本協力金の申請時点において、既に受給されている事業者については、 

申請書類の一部を省略できます。申請書類の一部を省略する場合は、以下のいずれか１つの支援金（協力金）の□にチ 
ェックを入れていただき、受給の有無の確認、選択いただいた支援金（協力金）の登録情報との照合に同意の上、受付 
番号又は申込番号を記入してください。 

※休業要請支援金（府・市町村共同支援金）、大阪府休業要請外支援金の受付番号については、大阪府営業時間短縮協力金コールセンター 

（06-6210-9525）にお問い合せください。営業時間短縮協力金（大阪市・府共同）の申込番号については、「大阪市行政オンラインシステム」の 

マイページをご確認ください。 

※以下の支援金又は協力金の受給をもって、本協力金の支給をお約束するものではありません。 

□「休業要請支援金（府・市町村共同支援金）」 
□「大阪府休業要請外支援金」 
□ 令和２年８月「感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金（大阪市・府共同）」 
□「令和２年11月及び12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金（大阪市・府共同）」 
□「令和２年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金（大阪市・府共同）」 

上の□に✔を入れたものについて、以下に記入してください。 

受給の有無 □ 受給あり 同意の確認 □ 同意する 
受付番号 
申込番号  

申請日 令和３年 月    日 

受給情報 
□ 受給あり 

□ 審査中 
申込番号（８桁の数字）  

※カタカナで記載してください。 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です（コピー可）。 
 

※ＷＨ、ＷＫ、ＰＨ、ＰＫのいずれかではじまる９桁の受付番号を記入してください。 

 ※ＥＣ、ＥＰ、ＨＣ、ＨＰのいずれかではじまる９桁の受付番号を記入してください。 

 

※８桁の申込番号を記入してください。 

 

※８桁の申込番号を記入してください。 

 ※８桁の申込番号を記入してください。 

 

紙申請用 （様式第１－２－１号） 



 

 

 

 

大阪府営業時間短縮協力金（第２期）支給要件確認書 

 

大阪府知事 様 

 

＜申請者＞           〒 

本店所在地（個人事業主の住所） 

事業者名（法人名又は屋号） 

代表者名（個人事業主の氏名） 

 

大阪府営業時間短縮協力金（第２期）の申請にかかる要件については、次のとおりです。 

 

１．対象施設（店舗）の情報 （□は該当するものにチェックを入れてください。） 
 

店 舗 名 称 

（店舗名又は屋号） 

フリガナ  

 

対 象 店 舗 

所 在 地 

〒   － 

大阪府                      （店舗の直通電話番号：          ）       

ホームページ等の情報 

 □ 情報あり（                                                       ) 

 □ 情報なし  
※情報なしの場合は、「店舗の内観写真」と「店舗の賃貸借契約書などの写し」を追加で提出してください。（店舗が自己所有の場合は、賃貸借契約書などの代わりに、発行３か月

以内の「店舗の不動産登記簿謄本（建物）」を提出してください。） 

対 象 店 舗 の 

営 業 開 始 日 

□ 令和３年２月８日までに営業を開始した。    

□ 令和３年２月８日までに営業を開始しなかった。  開店日 令和３年 月  日  

対象店舗の営業実態 
□ 令和３年２月２７日までに閉店※しなかった。    

□ 令和３年２月２７日までに閉店※した。       閉店日 令和３年 月  日  

申 請 者 と 
対 象 店 舗 の 関 係 

□ 申請者は対象店舗を代表する運営者であり、管理運営の権限を有している。 

（管理運営権限を有していない方は、対象外となります。） 

通常の営業時間 
□ 通常の営業時間に、午後８時から翌午前５時までの時間が含まれている 

（通常の営業時間が、午前５時から午後８時までの時間内に収まっている場合は、対象外となりま

す。） 

業 態 

【対象施設（店舗）一覧表】から、該当するものの番号をご記入ください。 

＜番号＞ 「３」・「17」については、具体的な業態をご記入ください。 

  

飲食店・喫茶店の 

営業許可番号 
 許可日     年   月   日 

 

２．要請を遵守した内容 （□は該当するものにチェックを入れてください。） 

感染拡大予防ガイド

ライン及び要請を遵

守した期間 

□  令和３年２月８日から令和３年２月２８日まで 

□ 令和３年２月８日から閉店日まで 

□  開店日から令和３年２月２８日まで 

要請を遵守した 

内容 

□  ①上記の全ての期間において、休業した。 

□  ②上記の全ての期間において、営業時間短縮（午前５時から午後８時まで）を行った。 

□ ③上記の期間において、休業及び営業時間短縮（午前５時から午後８時まで）を行った。 

初回の営業時間短縮日 

③を選択された場合は、要請期間中において、最初に営業を

行った日をご記入ください。 
※ステッカーを導入する前に営業を行っていた場合、やむを
得ない理由を申し立てていただく必要があります。 

令和３年   月   日   

酒類の提供 
□  ①酒類の提供を行っていなかった。 

□ ②酒類の提供を行っていたが、提供は午前11時から午後７時までとしていた。 

 

申請日 令和３年 月    日 

※ＨＰのＵＲＬやグルメサイト、ＳＮＳなど、店舗の実在を表す、インターネット上の情報についてご記入ください。 

 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 

※店舗名はできるだけ詳しく書いてください。 例：大阪食堂 大手前店 

 

紙申請用 

※「閉店」とは、翌日から営業実態がなくなることをいいます。 

（様式第１－２－２号） 



 

 

３．大阪府「感染防止宣言ステッカー」の導入に関する情報 

 

 

【対象施設（店舗）一覧表】 
  

 対象施設（店舗） 備考 

１ 
 
飲食店、喫茶店 
 

※食品衛生法における飲食店営業

の許可・喫茶店営業の許可を受け

ている飲食店 

※宅配・テイクアウトサービスは

除く 

 

飲食店（レストラン、
居酒屋、料理店等） 

 
【要請内容】 
 
・午前５時から午後８時までの
営業時間短縮 
 
・酒類の提供は午前１１時から
午後７時まで 
 
・業種別ガイドライン等に基づ
く感染防止策の徹底 

２ 
喫茶店（カラオケ喫
茶含む） 

３ 

１～２以外のその他
設備を設けて客に飲
食をさせる営業が行
われる施設 

４  
遊興施設のうち、食品衛生法
における飲食店営業の許可・
喫茶店営業の許可を受けて
いる飲食店 
 

※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿

泊を目的とした利用が相当程度見

込まれる施設は要請対象外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キャバレー 

５ ナイトクラブ 

６ ダンスホール 

７ スナック 

８ バー 

９ ダーツバー 

10 パブ 

11 サロン 

12 ホストクラブ 

13 ディスコ 

14 出会い系喫茶 

15 カラオケボックス 

16 ライブハウス 

17 
４～16以外のその
他遊興施設 

 

 

  

登録ナンバー 

対象店舗に掲示しているステッカー

のナンバー（６ケタ）をご記入くだ

さい。 

      

ステッカー 

導入時期 

□  ①ステッカー導入期限（令和３年２月８日又は開店日）までに導入できた。 

□ ②ステッカー導入期限（令和３年２月８日又は開店日）までに導入できなかった。 

やむを得ない

理由 

 

②「ステッカー導入期限（令和３年２月８日又は開店日）までに導入できなかった。」を選んだ場合、申

請には「やむを得ない理由」が必要です。下記の①～⑤のいずれかから選択してください。「やむを得な

い理由」がない場合は申請できません。 

□  ①パソコン、スマートフォンなどＩＴ環境がなく登録に時間を要したため。 

□  ②感染拡大予防ガイドラインを守っていたので、ステッカーの導入は必要ないと思っていたため。 

□ ③ステッカーを登録するだけでよく、掲示が必要だと認識していなかったため。 

□ 

 

④発行済みのステッカーを再発行できず、新規で登録しなおしたため（当初登録時の電話番号を忘

れた方等）。 

□ 

 

⑤その他  

（                                ） 

※（ ）内に理由を記載してください。 

 



 

 

 

 
 
 
 

私は、「大阪府営業時間短縮協力金（第２期）」の支給を申請するにあたり、下記の内容について、誓約・同意いたしま

す。 

記 
 

※誓約・同意事項を確認し、チェックボックスにチェックを入れてください。 
 
１ 支給要件を全て満たしています。 □ 

２ 営業に必要な許可等を全て有しています。 □ 

３ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、大阪府暴力団排除条例第 2条第 1号に

規定する暴力団、同条第 2号に規定する暴力団員、同条第 3号に規定する暴力団員等及び同条第 4号

に規定する暴力団密接関係者には、該当せず、かつ将来にわたっても該当しません。また、上記の暴

力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団密接関係者が経営に事実上参画していません。 

□ 

４ 申請店舗名称（店舗名又は屋号）・所在地（市町村及び行政区名まで）の公表に応じます。 □ 

５ 申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、本協力金全額の返還と違約金及び

返還に要する費用の支払いに応じます。 □ 

６ 大阪府から店舗の活動状況に関する調査、報告又は是正のための措置の求めがあった場合は、これに

応じます。また、申請内容に疑義があった場合に、大阪府が申請店舗の関係者に対して本申請の内容

について調査することに同意します。 

□ 

７ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で提出いただいた営業に必要な許可等の申請書類に

ついて、所管官庁等への申請情報等と照合することに同意します。 □ 

８ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で入力及び提出いただいたステッカーの内容につい

て、大阪府「感染防止宣言ステッカー」の登録情報と照合することに同意します。 □ 

９ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載された情報について、税務情報として使用するこ

とがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合は、税務情報として提供することに

ついて同意します。  

□ 

10 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載された情報について、大阪府の他の協力金等の事

業（協力金、支援金その他申請者の事業継続に資するものに限る。）における審査、支給等の事務の

ために使用することがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合にも、当該行政機

関の実施する同趣旨の協力金等における審査・支給等の事務のために提供することについて同意しま

す。 

□ 

11 申請書類に記載された情報を、大阪府暴力団排除条例第 24条に基づき、大阪府警察本部に提供する

ことに同意します。 □ 

12 個人情報の取扱いに関して、本協力金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が事務の一部を委託

する事業者に提供することに同意します。 □ 

13 申請内容に関する振込口座の記入間違い等、軽微な誤りについては、大阪府（事務を委託する事業者

を含む）が補正することに同意します。 □ 

14 申請内容の不備等が、大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、大阪府が当該申請は取

り下げられたものとみなすことについて同意します。 □ 

15 

 

支給決定を行った後、申請等の不備による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により、大

阪府が指定する期限までに当該不備が解消されなかったときは、申請者は本協力金の支給を受けるこ

とを辞退したものとみなし、当該支給決定を取り消すことに同意します。 

□ 

 
 
大阪府知事 様 
 

                         本店所在地 

（個人事業主の住所）                     

事業者名 

（法人名又は屋号）                         

代表者名 

（個人事業主の氏名）                       

 

誓約日 令和３年 月 日 

誓約・同意書 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です（コピー可）。 

紙申請用 
（様式第１－２－３－１号） 



 

 

 
 

私は、「大阪府営業時間短縮協力金（第２期）」の支給を申請するにあたり、下記の内容について、誓約・同意いたします。 

記 
 
 
 
 
 

※誓約・同意事項を確認し、チェックボックスにチェックを入れてください。 

１ 支給要件を全て満たしています。 □ 

２ 営業に必要な許可等を全て有しています。 □ 

３ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、大阪府暴力団排除条例第 2条第 1号に

規定する暴力団、同条第 2号に規定する暴力団員、同条第 3号に規定する暴力団員等及び同条第 4号

に規定する暴力団密接関係者には、該当せず、かつ将来にわたっても該当しません。また、上記の暴

力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団密接関係者が経営に事実上参画していません。 

□ 

４ 申請店舗名称（店舗名又は屋号）・所在地（市町村及び行政区名まで）の公表に応じます。 □ 

５ 申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、本協力金全額の返還と違約金及び

返還に要する費用の支払いに応じます。 □ 

６ 大阪府から店舗の活動状況に関する調査、報告又は是正のための措置の求めがあった場合は、これに

応じます。また、申請内容に疑義があった場合に、大阪府が申請店舗の関係者に対して本申請の内容

について調査することに同意します。 

□ 

７ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で提出いただいた営業に必要な許可等の申請書類に

ついて、所管官庁等への申請情報等と照合することに同意します。 □ 

８ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で入力及び提出いただいたステッカーの内容につい

て、大阪府「感染防止宣言ステッカー」の登録情報と照合することに同意します。 □ 

９ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載された情報について、税務情報として使用するこ

とがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合は、税務情報として提供することに

ついて同意します。  

□ 

10 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載された情報について、大阪府の他の協力金等の事

業（協力金、支援金その他申請者の事業継続に資するものに限る。）における審査、支給等の事務の

ために使用することがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合にも、当該行政機

関の実施する同趣旨の協力金等における審査・支給等の事務のために提供することについて同意しま

す。 

□ 

11 申請書類に記載された情報を、大阪府暴力団排除条例第 24条に基づき、大阪府警察本部に提供する

ことに同意します。 □ 

12 個人情報の取扱いに関して、本協力金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が事務の一部を委託

する事業者に提供することに同意します。 □ 

13 申請内容に関する振込口座の記入間違い等、軽微な誤りについては、大阪府（事務を委託する事業者

を含む）が補正することに同意します。 □ 

14 申請内容の不備等が、大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、大阪府が当該申請は取

り下げられたものとみなすことについて同意します。 □ 

15 

 

大阪府が指定する期限までに店舗としての実績を証する書類の提出がされなかったときは、当該申請

は取り下げられたものとみなすことについて同意します。 □ 

16 支給決定を行った後、申請等の不備による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により、大

阪府が指定する期限までに当該不備が解消されなかったときは、申請者は本協力金の支給を受けるこ

とを辞退したものとみなし、当該支給決定を取り消すことに同意します。 

□ 

 
大阪府知事 様 

                         本店所在地 

（個人事業主の住所）                     

事業者名 

（法人名又は屋号）                         

代表者名 

（個人事業主の氏名）                       

  

定休日  通常の営業時間  

誓約日 令和３年 月 日 

誓約・同意書 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です（コピー可）。 

紙申請用 （様式第１－２－３－２号） 



 

 

 

第３期 営業時間短縮協力金（令和３年３月大阪府・大阪市共同）支給申請書 

 

大阪府知事 様 

 

第３期 営業時間短縮協力金（令和３年３月大阪府・大阪市共同）募集要項の内容を了承の上、申請します。

なお、下記に記載した事項については事実と相違ありません。 

１．申請者の情報 （□は該当するものにチェックを入れてください。） 

事 業 者 の 区 分 
□ 法人 【法人番号】              

□ 個人事業主  

事 業 者 名 

（法人名又は屋号） 

フリガナ  

 

代 表 者 名 

（個人事業主の氏名） 

フリガナ  代表者 

生年月日 
   年  月  日  

 

本 店 
所 在 地 

（個人事業主の住所） 

〒   － 

 

担 当 者 名 

フリガナ  電話番号 
※日中、連絡が取れる電話番号をご記入ください。 

 

 

 メールアドレス 
※メールアドレスをお持ちでしたら、ご記入ください。 

 

 

 

２．振込先口座の情報 （□は該当するものにチェックを入れてください。） 

金 融 機 関 名  
銀行・信用金庫 金 融 機 関 

コ ー ド 
    

信用組合・農協 

支 店 名  
本店 支 店 

コ ー ド 
   

支店 

預 金 種 目 □ 普通預金 □当座預金 
口 座 番 号 

※右詰めで記入 
       

口 座 名 義  

※口座名義は、法人の場合は当該法人名義の口座、個人事業主の場合は本人名義の口座に限ります。 

※振込先確認書類を省略する場合は、必ず下記３の支援金（協力金）で申請又は支給された振込先口座を記入してください。 
 

３.各種支援金（協力金）の受給情報 ※（１）又は（２）のいずれかを記入ください。 
（１）本協力金の申請時点において、大阪府営業時間短縮協力金（第１期）や大阪府営業時間短縮協力金（第２期）を申請し 

ている事業者については、申請書類の一部を省略できます。第１期又は第２期の申込番号を記入してください。 
※申込番号については、「大阪府行政オンラインシステム」のマイページで確認又は大阪府営業時間短縮協力金コールセンター（06-6210-9525） 

にお問い合せください。 

 
（２）以下のいずれかの支援金又は協力金について、本協力金の申請時点において、既に受給されている事業者については、 

申請書類の一部を省略できます。申請書類の一部を省略する場合は、以下のいずれか１つの支援金（協力金）の□にチ 
ェックを入れていただき、受給の有無の確認、選択いただいた支援金（協力金）の登録情報との照合に同意の上、受付 
番号又は申込番号を記入してください。 

※休業要請支援金（府・市町村共同支援金）、大阪府休業要請外支援金の受付番号については、大阪府営業時間短縮協力金コールセンター 

（06-6210-9525）にお問い合せください。営業時間短縮協力金（大阪市・府共同）の申込番号については、「大阪市行政オンラインシステム」 

のマイページをご確認ください。 

※以下の支援金又は協力金の受給をもって、本協力金の支給をお約束するものではありません。 
 

□「休業要請支援金（府・市町村共同支援金）」 
□「大阪府休業要請外支援金」 
□ 令和２年８月「感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金（大阪市・府共同）」 
□「令和２年11月及び12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金（大阪市・府共同）」 
□「令和２年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金（大阪市・府共同）」 

上の□に✔を入れたものについて、以下に記入してください。 

 

申請日 令和３年 月    日 

受給

情報 

□ 受給済み 

□ 審査中 

□ 大阪府営業時間短縮協力金（第１期） 

□ 大阪府営業時間短縮協力金（第２期） 

申込番号 

（８桁の数字） 
 

受給の有無 □ 受給あり 同意の確認 □ 同意する 
受付番号 
申込番号  

※カタカナで記載してください。 

※ＷＨ、ＷＫ、ＰＨ、ＰＫのいずれかではじまる９桁の受付番号を記入してください。 

 ※ＥＣ、ＥＰ、ＨＣ、ＨＰのいずれかではじまる９桁の受付番号を記入してください。 

 

※８桁の申込番号を記入してください。 

 

※８桁の申込番号を記入してください。 

 ※８桁の申込番号を記入してください。 

 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です（コピー可）。 

 
（様式第１－３－１号） 



 
 

 

 

 

第３期 営業時間短縮協力金（令和３年３月大阪府・大阪市共同）支給要件確認書 
 

大阪府知事 様 

 

＜申請者＞           〒 

本店所在地（個人事業主の住所） 

事業者名（法人名又は屋号） 

代表者名（個人事業主の氏名） 

 

第３期 営業時間短縮協力金（令和３年３月大阪府・大阪市共同）支給要件確認書の申請にかかる要件につ

いては、次のとおりです。 

 

１．対象施設（店舗）の情報 （□は該当するものにチェックを入れてください。）  

店 舗 名 称 

（店舗名又は屋号） 

フリガナ  

 

対 象 店 舗 

所 在 地 

〒   － 

大阪府                      （店舗の直通電話番号：          ）       

ホームページ等の情報 

 □ 情報あり（                                                       ) 

 □ 情報なし  
※情報なしの場合は、「店舗の内観写真」と「店舗の賃貸借契約書などの写し」を追加で提出してください。店舗が自己所有の場合は、賃貸借契約書などの代わりに、発行３か月以 

内の「店舗の不動産登記簿謄本（建物）」を提出してください。なお、第１期又は第２期の協力金を申請している場合は、内観写真と賃貸借契約書の写し等の提出を省略できます。 

対 象 店 舗 の 

営 業 開 始 日 

□ 令和３年３月１日までに営業を開始した。    

□ 令和３年３月１日までに営業を開始しなかった。  開店日 令和３年 月  日  

対象店舗の営業実態 
□ 令和３年４月３日までに閉店※しなかった。    

□ 令和３年４月３日までに閉店※した。        閉店日 令和３年 月  日  

申 請 者 と 
対 象 店 舗 の 関 係 

□ 申請者は対象店舗を代表する運営者であり、管理運営の権限を有している。 

（管理運営権限を有していない方は、対象外となります。） 

通常の営業時間 

□ 通常の営業時間に、午後９時から翌午前５時までの時間が含まれている 

（通常の営業時間が、午前５時から午後９時までの時間内に収まっている場合は、対象外となりま

す。） 

業 態 

【対象施設（店舗）一覧表】から、該当するものの番号をご記入ください。 

＜番号＞ 「３」・「17」については、具体的な業態をご記入ください。 

  

飲食店・喫茶店の 

営業許可番号 
 許可日     年   月   日 

 

２．要請を遵守した内容 （□は該当するものにチェックを入れてください。） 

感染拡大予防ガイド

ライン及び要請を遵

守した期間 

□  令和３年３月１日から令和３年４月４日まで 

□ 令和３年３月１日から閉店日まで 

□  開店日から令和３年４月４日まで 

要請を遵守した 

内容 

□  ①上記の全ての期間において、休業した。 

□  ②上記の全ての期間において、営業時間短縮（午前５時から午後９時まで）を行った。 

□ ③上記の期間において、休業及び営業時間短縮（午前５時から午後９時まで）を行った。 

初回の営業時間短縮日 

③を選択された場合は、要請期間中において、最初に営業を
行った日をご記入ください。 

※ステッカーを導入する前に営業を行っていた場合、やむを
得ない理由を申し立てていただく必要があります。 

令和３年   月   日   

酒類の提供 
□  ①酒類の提供を行っていなかった。 

□ ②酒類の提供を行っていたが、提供は午後８時３０分までとしていた。 

 

 

申請日 令和３年 月    日 

※ＨＰのＵＲＬやグルメサイト、ＳＮＳなど、店舗の実在を表す、インターネット上の情報についてご記入ください。 

 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 

※店舗名はできるだけ詳しく書いてください。 例：大阪食堂 大手前店 

 

※「閉店」とは、翌日から営業実態がなくなることをいいます。 

（様式第１－３－２－１号） 



 
 

３．大阪府「感染防止宣言ステッカー」の導入に関する情報 

 

 

 

【対象施設（店舗）一覧表】 

 

 

 

 
  

 

登録ナンバー 

対象店舗に掲示しているステッカー

のナンバー（６ケタ）をご記入くだ

さい。 

      

ステッカー 

導入時期 

□  ①ステッカー導入期限（令和３年３月１日又は開店日）までに導入できた。 

□ ②ステッカー導入期限（令和３年３月１日又は開店日）までに導入できなかった。 

やむを得ない

理由 

 

②「ステッカー導入期限（令和３年３月１日又は開店日）までに導入できなかった。」を選んだ場合、申

請には「やむを得ない理由」が必要です。下記の①～⑤のいずれかから選択してください。「やむを得な

い理由」がない場合は申請できません。 

□  ①パソコン、スマートフォンなどＩＴ環境がなく登録に時間を要したため。 

□  ②感染拡大予防ガイドラインを守っていたので、ステッカーの導入は必要ないと思っていたため。 

□ ③ステッカーを登録するだけでよく、掲示が必要だと認識していなかったため。 

□ 

 

④発行済みのステッカーを再発行できず、新規で登録しなおしたため（当初登録時の電話番号を忘

れた方等）。 

□ 

 

⑤その他  

（                                ） 

 対象施設（店舗） 備考 

１ 
 
飲食店、喫茶店 
 

※食品衛生法における飲食店営業

の許可・喫茶店営業の許可を受け

ている飲食店 

※宅配・テイクアウトサービスは

除く 

 

飲食店（レストラン、
居酒屋、料理店等） 

 
【要請内容】 
 
・午前５時から午後９時までの
営業時間短縮 

 
・酒類の提供は午後８時３０分
まで 

 
・業種別ガイドライン等に基づ
く感染防止策の徹底 

２ 
喫茶店（カラオケ喫
茶含む） 

３ 

１～２以外のその他
設備を設けて客に飲
食をさせる営業が行
われる施設 

４  
遊興施設のうち、食品衛生法
における飲食店営業の許可・
喫茶店営業の許可を受けて
いる飲食店 
 

※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿

泊を目的とした利用が相当程度見

込まれる施設は要請対象外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キャバレー 

５ ナイトクラブ 

６ ダンスホール 

７ スナック 

８ バー 

９ ダーツバー 

10 パブ 

11 サロン 

12 ホストクラブ 

13 ディスコ 

14 出会い系喫茶 

15 カラオケボックス 

16 ライブハウス 

17 
４～16以外のその
他遊興施設 

※（ ）内に理由を記載してください。 

 



 
 

 
 

第３期 営業時間短縮協力金（令和３年３月大阪府・大阪市共同）支給要件確認書 
 

大阪府知事 様 

 

＜申請者＞           〒 

本店所在地（個人事業主の住所） 

事業者名（法人名又は屋号） 

代表者名（個人事業主の氏名） 

 

第３期 営業時間短縮協力金（令和３年３月大阪府・大阪市共同）支給要件確認書の申請にかかる要件につ

いては、次のとおりです。 

 

１．対象施設（店舗）の情報 （□は該当するものにチェックを入れてください。）  

店 舗 名 称 

（店舗名又は屋号） 

フリガナ  

 

対 象 店 舗 

所 在 地 

〒   － 

大阪府                      （店舗の直通電話番号：          ）       

ホームページ等の情報 

 □ 情報あり（                                                       ) 

 □ 情報なし  
※情報なしの場合は、「店舗の内観写真」と「店舗の賃貸借契約書などの写し」を追加で提出してください。店舗が自己所有の場合は、賃貸借契約書などの代わりに、発行３か月以

内の「店舗の不動産登記簿謄本（建物）」を提出してください。なお、第１期又は第２期の協力金を申請している場合は、内観写真と賃貸借契約書の写し等の提出を省略できます。 

対 象 店 舗 の 

営 業 開 始 日 

□ 令和３年３月１日までに営業を開始した。    

□ 令和３年３月１日までに営業を開始しなかった。  開店日 令和３年 月  日  

対象店舗の営業実態 
□ 令和３年４月３日までに閉店※しなかった。    

□ 令和３年４月３日までに閉店※した。        閉店日 令和３年 月  日  

申 請 者 と 
対 象 店 舗 の 関 係 

□ 申請者は対象店舗を代表する運営者であり、管理運営の権限を有している。 

（管理運営権限を有していない方は、対象外となります。） 

通常の営業時間 

□ 通常の営業時間に、午後９時から翌午前５時までの時間が含まれている 

（通常の営業時間が、午前５時から午後９時までの時間内に収まっている場合は、対象外となりま

す。） 

業 態 

【対象施設（店舗）一覧表】から、該当するものの番号をご記入ください。 

＜番号＞ 「３」・「17」については、具体的な業態をご記入ください。 

  

飲食店・喫茶店の 

営業許可番号 
 許可日     年   月   日 

 

２．要請を遵守した内容 （□は該当するものにチェックを入れてください。） 

感染拡大予防ガイド

ライン及び要請を遵

守した期間 

□  令和３年３月１日から令和３年３月２１日まで 

※３月２２日以降に閉店し、３月２１日までのみ要請を遵守した場合は、ここに✔を入れてください。 

□ 開店日から令和３年３月２１日まで 

要請を遵守した 

内容 

□  ①上記の全ての期間において、休業した。 

□  ②上記の全ての期間において、営業時間短縮（午前５時から午後９時まで）を行った。 

□ ③上記の期間において、休業及び営業時間短縮（午前５時から午後９時まで）を行った。 

初回の営業時間短縮日 

③を選択された場合は、要請期間中において、最初に営業を
行った日をご記入ください。 

※ステッカーを導入する前に営業を行っていた場合、やむを
得ない理由を申し立てていただく必要があります。 

令和３年   月   日   

酒類の提供 
□  ①酒類の提供を行っていなかった。 

□ ②酒類の提供を行っていたが、提供は午後８時３０分までとしていた。 

 

 

申請日 令和３年 月    日 

※ＨＰのＵＲＬやグルメサイト、ＳＮＳなど、店舗の実在を表す、インターネット上の情報についてご記入ください。 

 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 

※店舗名はできるだけ詳しく書いてください。 例：大阪食堂 大手前店 

 

※「閉店」とは、翌日から営業実態がなくなることをいいます。 

（様式第１－３－２－２号） 



 
 

３．大阪府「感染防止宣言ステッカー」の導入に関する情報 

 

 

【対象施設（店舗）一覧表】 
  

 対象施設（店舗） 備考 

１ 
 
飲食店、喫茶店 
 

※食品衛生法における飲食店営業

の許可・喫茶店営業の許可を受け

ている飲食店 

※宅配・テイクアウトサービスは

除く 

 

飲食店（レストラン、
居酒屋、料理店等） 

 
【要請内容】 
 
・午前５時から午後９時までの
営業時間短縮 

 
・酒類の提供は午後８時３０分
まで 

 
・業種別ガイドライン等に基づ
く感染防止策の徹底 

２ 
喫茶店（カラオケ喫
茶含む） 

３ 

１～２以外のその他
設備を設けて客に飲
食をさせる営業が行
われる施設 

４  
遊興施設のうち、食品衛生法
における飲食店営業の許可・
喫茶店営業の許可を受けて
いる飲食店 
 

※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿

泊を目的とした利用が相当程度見

込まれる施設は要請対象外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キャバレー 

５ ナイトクラブ 

６ ダンスホール 

７ スナック 

８ バー 

９ ダーツバー 

10 パブ 

11 サロン 

12 ホストクラブ 

13 ディスコ 

14 出会い系喫茶 

15 カラオケボックス 

16 ライブハウス 

17 
４～16以外のその
他遊興施設 

 

 

  

登録ナンバー 

対象店舗に掲示しているステッカー

のナンバー（６ケタ）をご記入くだ

さい。 

      

ステッカー 

導入時期 

□  ①ステッカー導入期限（令和３年３月１日又は開店日）までに導入できた。 

□ ②ステッカー導入期限（令和３年３月１日又は開店日）までに導入できなかった。 

やむを得ない

理由 

 

②「ステッカー導入期限（令和３年３月１日又は開店日）までに導入できなかった。」を選んだ場合、申

請には「やむを得ない理由」が必要です。下記の①～⑤のいずれかから選択してください。「やむを得な

い理由」がない場合は申請できません。 

□  ①パソコン、スマートフォンなどＩＴ環境がなく登録に時間を要したため。 

□  ②感染拡大予防ガイドラインを守っていたので、ステッカーの導入は必要ないと思っていたため。 

□ ③ステッカーを登録するだけでよく、掲示が必要だと認識していなかったため。 

□ 

 

④発行済みのステッカーを再発行できず、新規で登録しなおしたため（当初登録時の電話番号を忘

れた方等）。 

□ 

 

⑤その他  

（                                ） 

※（ ）内に理由を記載してください。 

 



 
 

 

 
 
 
 
私は、「第３期 営業時間短縮協力金（令和３年３月大阪府・大阪市共同）」の支給を申請するにあたり、下

記の内容について、誓約・同意いたします。 

記 
 

※誓約・同意事項を確認し、チェックボックスにチェックを入れてください。 
 

１ 支給要件を全て満たしています。 □ 

２ 営業に必要な許可等を全て有しています。 □ 

３ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、大阪府暴力団排除条例第 2条第 1号に

規定する暴力団、同条第 2号に規定する暴力団員、同条第 3号に規定する暴力団員等及び同条第 4号

に規定する暴力団密接関係者には、該当せず、かつ将来にわたっても該当しません。また、上記の暴

力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団密接関係者が経営に事実上参画していません。 

□ 

４ 申請店舗名称（店舗名又は屋号）・所在地（行政区名まで）の公表に応じます。 □ 

５ 申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、本協力金全額の返還と違約金及び

返還に要する費用の支払いに応じます。 □ 

６ 大阪府から店舗の活動状況に関する調査、報告又は是正のための措置の求めがあった場合は、これに

応じます。また、申請内容に疑義があった場合に、大阪府が申請店舗の関係者に対して本申請の内容

について調査することに同意します。 

□ 

７ 本協力金及び大阪市上乗せ協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請書類に記載された情報若し

くは支給又は不支給に関する情報について、大阪市に提供することに同意します。 □ 

８ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で提出いただいた営業に必要な許可等の申請書類に

ついて、所管官庁等への申請情報等と照合することに同意します。 □ 

９ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で入力及び提出いただいたステッカーの内容につい

て、大阪府「感染防止宣言ステッカー」の登録情報と照合することに同意します。 □ 

10 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載された情報について、税務情報として使用するこ

とがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合は、税務情報として提供することに

ついて同意します。  

□ 

11 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載された情報について、大阪府の他の協力金等の事

業（協力金、支援金その他申請者の事業継続に資するものに限る。）における審査、支給等の事務の

ために使用することがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合にも、当該行政機

関の実施する同趣旨の協力金等における審査・支給等の事務のために提供することについて同意しま

す。 

□ 

12 申請書類に記載された情報を、大阪府暴力団排除条例第 24条に基づき、大阪府警察本部に提供する

ことに同意します。 □ 

13 個人情報の取扱いに関して、本協力金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が事務の一部を委託

する事業者に提供することに同意します。 □ 

14 申請内容に関する振込口座の記入間違い等、軽微な誤りについては、大阪府（事務を委託する事業者

を含む）が補正することに同意します。 □ 

15 申請内容の不備等が、大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、大阪府が当該申請は取

り下げられたものとみなすことについて同意します。 □ 

16 

 

支給決定を行った後、申請等の不備による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により、大

阪府が指定する期限までに当該不備が解消されなかったときは、申請者は本協力金の支給を受けるこ

とを辞退したものとみなし、当該支給決定を取り消すことに同意します。 
□ 

 
 
大阪府知事 様 
 

                         本店所在地 

（個人事業主の住所）                     

事業者名 

（法人名又は屋号）                         

代表者名 

（個人事業主の氏名）                       

 

 

誓約日 令和３年 月 日 

誓約・同意書 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です（コピー可）。 （様式第１－３－３－１号） 



 
 

 

 

 

 

私は、「第３期 営業時間短縮協力金（令和３年３月大阪府・大阪市共同）」の支給を申請するにあたり、下記の

内容について、誓約・同意いたします。 

記 
 
 
 
 
 

※誓約・同意事項を確認し、チェックボックスにチェックを入れてください。 

１ 支給要件を全て満たしています。 □ 

２ 営業に必要な許可等を全て有しています。 □ 

３ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、大阪府暴力団排除条例第 2条第 1号に規定する

暴力団、同条第 2号に規定する暴力団員、同条第 3号に規定する暴力団員等及び同条第 4号に規定する暴力団

密接関係者には、該当せず、かつ将来にわたっても該当しません。また、上記の暴力団、暴力団員、暴力団員

等及び暴力団密接関係者が経営に事実上参画していません。 

□ 

４ 申請店舗名称（店舗名又は屋号）・所在地（行政区名まで）の公表に応じます。 □ 

５ 申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、本協力金全額の返還と違約金及び返還に要

する費用の支払いに応じます。 
□ 

６ 大阪府から店舗の活動状況に関する調査、報告又は是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じま

す。また、申請内容に疑義があった場合に、大阪府が申請店舗の関係者に対して本申請の内容について調査す

ることに同意します。 

□ 

７ 本協力金及び大阪市上乗せ協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請書類に記載された情報若しくは支給

又は不支給に関する情報について、大阪市に提供することに同意します。 □ 

８ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で提出いただいた営業に必要な許可等の申請書類について、

所管官庁等への申請情報等と照合することに同意します。 □ 

９ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で入力及び提出いただいたステッカーの内容について、大阪

府「感染防止宣言ステッカー」の登録情報と照合することに同意します。 
□ 

10 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載された情報について、税務情報として使用することがある

ほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合は、税務情報として提供することについて同意しま

す。  

□ 

11 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載された情報について、大阪府の他の協力金等の事業（協力

金、支援金その他申請者の事業継続に資するものに限る。）における審査、支給等の事務のために使用するこ

とがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合にも、当該行政機関の実施する同趣旨の協力

金等における審査・支給等の事務のために提供することについて同意します。 

□ 

12 申請書類に記載された情報を、大阪府暴力団排除条例第 24条に基づき、大阪府警察本部に提供することに同

意します。 
□ 

13 個人情報の取扱いに関して、本協力金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が事務の一部を委託する事業

者に提供することに同意します。 
□ 

14 申請内容に関する振込口座の記入間違い等、軽微な誤りについては、大阪府（事務を委託する事業者を含む）

が補正することに同意します。 
□ 

15 申請内容の不備等が、大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、大阪府が当該申請は取り下げら

れたものとみなすことについて同意します。 
□ 

16 

 

大阪府が指定する期限までに店舗としての実績を証する書類の提出がされなかったときは、当該申請は取り下

げられたものとみなすことについて同意します。 
□ 

17 支給決定を行った後、申請等の不備による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により、大阪府が指

定する期限までに当該不備が解消されなかったときは、申請者は本協力金の支給を受けることを辞退したもの

とみなし、当該支給決定を取り消すことに同意します。 

□ 

 
大阪府知事 様 

                         本店所在地 

（個人事業主の住所）                     

事業者名 

（法人名又は屋号）                         

代表者名 

（個人事業主の氏名）                       

 

 

 

定休日  通常の営業時間  

誓約日 令和３年  月   日 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 

誓約・同意書 

（様式第１－３－３－２号） 



 
 

 

 

 
第４期 大阪府営業時間短縮協力金〔大阪府内（大阪市内除く）〕支給申請書 

 
大阪府知事 様 

 
第４期 大阪府営業時間短縮協力金〔大阪府内（大阪市内除く）〕募集要項の内容を了承の上、申請します。 

 
１．申請者の情報              ★印は申請・受給歴により記入不要です（２の申請情報を参照） 

事 業 者 の 区 分 
※□にﾁｪｯｸしてください 

□ 法人  ★法人番号                  

□ 個人事業主             

事 業 者 名 
（法人名又は屋号） 

フリガナ  

 

代 表 者 名 
（個人事業主の氏名） 

フリガナ  
★代表者 
生年月日     年  月  日 

 

★ 本 店 所 在 地 
（個人事業主の住所） 

〒   － 

 

★ 担 当 者 名 
フリガナ  ★ 電話番号  

 ★メールアドレス  
 

 
 

２.申請する対象施設（店舗）の各種協力金（支援金）の申請情報 
下記の協力金・支援金の登録情報との照合について同意いただける場合、❶、❷のいずれかの申込番号・受付番号を

記入してください。記載いただいた場合、提出書類の一部を省略いただけます。 

※❶の申込番号は「大阪府行政オンラインシステム」のマイページで確認又は「大阪府営業時間短縮協力金コールセンター」（06-6210-

9525）に、❷の協力金の申込番号は「大阪市行政オンラインシステム」のマイページで確認を、❷の支援金の受付番号は「大阪府

営業時間短縮協力金コールセンター（第4期協力金コールセンター）」（06-7166-9987）にお問い合せください。 

 
 
３．振込先口座の情報（初めて協力金（支援金）を申請する事業者は必須） 
（１）本協力金の支給において、上記「２．各種協力金（支援金）の申請情報」に記入された場合、原則、❶❷の協力金等 
で振り込んだ口座に振り込みます。振込先口座の変更を希望される場合は、（２）に新しい口座を記入ください。 

 
（２）初めて協力金（支援金）を申請する事業者及び３（１）で変更する場合は振込先口座の情報を記入ください。 
併せて必ず振込先確認書類を提出ください。 

※口座名義は、法人の場合は当該法人名義の口座、個人事業主の場合は本人名義の口座に限ります。 

金融機関名  
銀行・信用金庫 金融機関 

コ ー ド     
信用組合・農協 

支 店 名  
本店 支 店 

コ ー ド    
支店 

預 金 種 目 □ 普通預金 □当座預金 
口 座 番 号 
※右詰めで記入 

       

口 座 名 義  

 
 
 
 

申請日 令和３年  月    日 

❶ 

□ 大阪府営業時間短縮協力金（第１期） 

□ 大阪府営業時間短縮協力金（第２期） 
□ 第３期営業時間短縮協力金(令和３年３月大阪府・大阪市共同） 

申込番号(８桁の数字)         

❷ 

□ 令和２年８月 感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金 
□ 令和２年11月及び12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金 

□ 令和２年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金 
＊上記３協力金はいずれも「大阪市・府共同」の制度 

□ 大阪府休業要請支援金  *1 

□ 大阪府休業要請外支援金  *2 

申込番号(８桁の数字) 
*１: ＷＨ、ＷＫ、ＰＨ、ＰＫ

のいずれかではじまる９桁

の受付番号 

＊2: ＥＣ、ＥＰ、ＨＣ、ＨＰ

のいずれかではじまる９桁

の受付番号 

        

         

振込先口座

の変更 
□ 変更しない □ 変更する 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 

 
【４月１日～４月２４日分】 

※カタカナで記載してください。 

紙申請用 

（様式第１－４－１号） 



 
 

 
 

 
 

第４期 大阪府営業時間短縮協力金〔大阪府内（大阪市内除く）〕支給要件確認書 
 

 下記に記載した事項については事実と相違はありません。 

 

１．対象施設（店舗）の情報 （□は該当するものにチェックを入れてください。）  

店 舗 名 称 

（店舗名又は屋号） 

フリガナ  

 

対 象 店 舗 

所 在 地 

〒    － 

大阪府                       

（店舗の直通電話番号：          ）       

ホームページ等の情報 

 □ 情報あり 
     ※ＨＰのＵＲＬやグルメサイト、ＳＮＳなど、店舗の実在を表す、インターネット上の情報に 

ついてご記入ください。                                                     
 □ 情報なし  

※情報なしの場合は、「店舗の内観写真」と「店舗所在地が記載されている光熱水費の検針票・ 

請求書・領収書のいずれかの写し」等を提出してください。（詳しくは募集要項の１０ページ 

を確認してください。）なお、第１期・第２期の協力金を申請している場合は、内観写真等

の提出は不要です。 

開 店 日 
□ 令和３年４月１日までに営業を開始した。         
□ 令和３年４月１日までに営業を開始しなかった。 

⇒ 開店日 令和３年 月  日  

閉   店  日 

□ 令和３年４月２３日までに閉店※しなかった。    
□ 令和３年４月２３日までに閉店※した。 

⇒ 閉店日 令和３年 月  日  
※「閉店」とは、翌日から営業実態がなくなることをいいます。 

申 請 者 と 
対象店舗の関係 

□ 申請者は対象店舗を代表する運営者であり、管理運営の権限を有している。 

（管理運営権限を有していない方は、対象外となります。） 

通常の営業時間 

□ 通常の営業時間に、午後９時から翌午前５時までの時間が含まれている。 

（通常の営業時間が、午前５時から午後９時までの時間内に収まっている場合は、対象外 
となります。） 

業 態 

次ページの【対象施設(店舗)一覧表】から、該当するものの番号をご記入ください。 

＜番号＞ 「３」・「17」については、具体的な業態をご記入ください。 

  

 
２．要請を遵守した内容 （□は該当するものにチェックを入れてください。） 

感染拡大予防ガイ
ドライン及び要請
を遵守した期間 

□  令和３年４月１日から令和３年４月２４日まで 

□ 令和３年４月１日から閉店日まで 

□ 開店日から令和３年４月２４日まで        

営業時間短縮(休
業)の要請の遵守 

 
□  上記の全ての期間、営業時間短縮(午前５時から午後９時まで）・休業を行っ

た。(※) 

※全ての期間「休業」、全ての期間「時短」、全ての期間「休業又は時短」をいいます。 

酒類の提供 

□  ①酒類の提供を行っていなかった。 
 
□ ②酒類の提供を行っていたが、午後８時半（４月５日以降は午前１１時から午

後８時半）までとしていた。 

 

 

 

【４月１日～４月２４日分】 

※店舗名はできるだけ詳しく書いてください。 例：大阪食堂 大手前店 

 

 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 

 
（様式第１－４－２号） 



 
 

 

３．大阪府「感染防止宣言ステッカー」の導入に関する情報 

 

※営業時間短縮協力金（第１期又は第２期）のいずれかを受給又は申請中の方は記入不要です。 

 

 

【対象施設（店舗）一覧表】 

 

 

登録ナンバ
ー 

対象店舗に掲示しているステッ
カーのナンバー（６ケタ）をご
記入ください。 

      

ステッカー 
導入時期 

□  ①ステッカー導入期限（令和３年４月１日又は開店日※）までに導入できた。 

□ ②ステッカー導入期限（令和３年４月１日又は開店日※）までに導入できなかった。 

やむを得な
い理由 
 
※ステッカ
ー導入時期
で②を選ん
だ方は必須 

 

②「ステッカー導入期限（令和３年４月１日又は開店日※）までに導入できなかった。」

を選んだ場合、申請には「やむを得ない理由」が必要です。下記の①～⑤のいずれかから

選択してください。「やむを得ない理由」がない場合は申請できません。 

□  ①パソコン、スマートフォンなどＩＴ環境がなく登録に時間を要したため。 

□  ②感染拡大予防ガイドラインを守っていたので、ステッカーの導入は必要ないと思っていたため。  

□ ③ステッカーを登録するだけでよく、掲示が必要だと認識していなかったため。 

□ 
 

④発行済みのステッカーを再発行できず、新規で登録しなおしたため 

（当初登録時の電話番号を忘れた方等）。 

□ 
 

⑤その他  

（                                  ）   

  対象施設（店舗） 

１  
飲食店、喫茶店 
 

※食品衛生法における飲食店営業

の許可・喫茶店営業の許可を受

けている飲食店 

※宅配・テイクアウトサービスは

除く 

 

飲食店（レストラン、居酒屋、料理店等） 

２ 喫茶店（カラオケ喫茶含む） 

３ 
１～２以外のその他設備を設けて客に飲食をさせる営業
が行われる施設 

４  
遊興施設のうち、食品衛生法
における飲食店営業の許可・
喫茶店営業の許可を受けて
いる飲食店 
 

※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿

泊を目的とした利用が相当程度

見込まれる施設は要請対象外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キャバレー 

５ ナイトクラブ 

６ ダンスホール 

７ スナック 

８ バー 

９ ダーツバー 

10 パブ 

11 サロン 

12 ホストクラブ 

13 ディスコ 

14 出会い系喫茶 

15 カラオケボックス 

16 ライブハウス 

17 ４～１６以外のその他遊興施設 

※（ ）内に理由を記載してください。 

 



 
 

 
 
 
 

                                     
 
 
私は「第４期大阪府営業時間短縮協力金〔大阪府内（大阪市内除く）〕」の支給を申請するにあたり、下記

の内容について、誓約・同意いたします。 

    記 
 

１誓約事項 

１ 支給要件を全て満たしています。 

 
 

２ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、大阪府暴力団排除条例第 2条第 1号に規定する

暴力団、同条第 2号に規定する暴力団員、同条第 3号に規定する暴力団員等及び同条第 4号に規定する暴力団

密接関係者には、該当せず、かつ将来にわたっても該当しません。また、上記の暴力団、暴力団員、暴力団員

等及び暴力団密接関係者が経営に事実上参画していません。 

 

２同意事項 

１ 申請店舗名称（店舗名又は屋号）・所在地（行政区名まで）の公表に応じます。 

 

 

 

２ 申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、本協力金全額の返還と違約金及び返還に要

する費用の支払いに応じます。 

３ 大阪府から店舗の活動状況に関する調査、報告又は是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じま

す。また、申請内容に疑義があった場合に、大阪府が申請店舗の関係者に対して本申請の内容について調査す

ることに同意します。 

４ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で提出した営業に必要な許可等の申請書類について、所管官

庁等への申請情報等と照合することに同意します。 

５ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で入力及び提出したステッカーの内容について、大阪府「感

染防止宣言ステッカー」の登録情報と照合することに同意します。 

６ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、税務情報として使用することがあるほ

か、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合は、税務情報として提供することについて同意します。  

７ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、大阪府の他の協力金等の事業（協力

金、支援金その他申請者の事業継続に資するものに限る。）における審査、支給等の事務のために使用するこ

とがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合にも、当該行政機関の実施する同趣旨の協力

金等における審査・支給等の事務のために提供することについて同意します。 

８ 申請書類に記載した情報を、大阪府暴力団排除条例第 24条に基づき、大阪府警察本部に提供することに同意

します。 

９ 個人情報の取扱いに関して、本協力金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が事務の一部を委託する事業

者に提供することに同意します。 

10 申請内容に関する振込口座の記入間違い等、軽微な誤りについては、大阪府（事務を委託する事業者を含む）

が補正することに同意します。 

11 申請内容の不備等が、大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、大阪府が当該申請は取り下げら

れたものとみなすことについて同意します。 

12 支給決定後、申請等の不備による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により、大阪府が指定する期

限までに当該不備を解消できないときは、申請者は本協力金の支給を受けることを辞退したものとみなし、当

該支給決定を取り消すことに同意します。 

13 大阪府が指定する期限までに店舗としての実績を証する書類の提出がされなかったときは、当該申請は取り下

げられたものとみなすことについて同意します。【要請期間中に開店した申請者の場合のみ】 
 

※誓約・同意事項を確認し、上記の三つのチェックボックスに必ずチェックを入れてください。 
 
大阪府知事 様 
 

                         本店所在地 

（個人事業主の住所）                     

事業者名 

（法人名又は屋号）                         

代表者名 

（個人事業主の氏名）                       

 

 

誓約日 令和３年  月  日 

誓約・同意書 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。（コピー可） 
【４月１日～４月２４日分】 

紙申請用 

（様式第１－４－３号） 



 
 

 

 

第４期 大阪府営業時間短縮協力金〔大阪市内〕支給申請書 
 

大阪府知事 様 

 
第４期 大阪府営業時間短縮協力金〔大阪市内〕募集要項の内容を了承の上、申請します。 

 
１．申請者の情報              ★印は申請・受給歴により記入不要です（２の申請情報を参照） 

事 業 者 の 区 分 
※□にﾁｪｯｸしてください 

□ 中小企業 □  大企業 
★法人

番号     
             

□ 個人事業主 □  その他法人     ※中小企業、大企業は法人番号を記入してください。 

事 業 者 名 
（法人名又は屋号） 

フリガナ  

 

代 表 者 名 
（個人事業主の氏名） 

フリガナ  
★代表者 
生年月日     年  月  日 

 

★ 本 店 所 在 地 
（個人事業主の住所） 

〒   － 

 

★ 担 当 者 名 
フリガナ  ★ 電話番号  

 ★メールアドレス  
 

 

２.本協力金の支給額に関する情報  

店舗名称 

（店舗名又は屋号） 

 1日当たりの支給額 

 (A) 

日数 

(B) 

申請店舗の支給額（申請額） 

(A×B) 

 
円  日 円 

※ 算定シートから転記してください（算定シートも必ずご提出ください）。 
 

３.申請する対象施設（店舗）の各種協力金（支援金）の申請情報 
 下記の協力金・支援金の登録情報との照合について同意いただける場合、❶、❷のいずれかの申込番号・受付番号を
記入してください。記載いただいた場合、提出書類の一部を省略いただけます。 

※❶の申込番号は「大阪府行政オンラインシステム」のマイページで確認又は「大阪府営業時間短縮協力金コールセンター」（06-6210- 

 9525）に、❷の協力金の申込番号は「大阪市行政オンラインシステム」のマイページで確認を、❷の支援金の受付番号は「大阪府営 

業時間短縮協力金コールセンター（第4期協力金コールセンター）」（06-7166-9987）にお問い合せください。 

 
４．振込先口座の情報 
（１）本協力金の支給において、上記「３．各種協力金（支援金）の申請情報」に記入された場合、原則、❶❷の協力金等 

で振り込んだ口座に振り込みます。振込先口座の変更を希望される場合は、（２）に新しい口座を記入ください。 

（２）初めて協力金（支援金）を申請する事業者及び（１）で「変更する」にチェックされた方は振込先口座の情報を 
ご記入ください。併せて必ず振込先確認書類をご提出ください。 

※口座名義は、法人の場合は当該法人名義の口座、個人事業主の場合は本人名義の口座に限ります。 

金融機関名  
銀行・信用金庫 金融機関 

コ ー ド     
信用組合・農協 

支 店 名  
本店 支 店 

コ ー ド    
支店 

預 金 種 目 □普通預金 □当座預金 
口 座 番 号 
※右詰めで記入 

       

口 座 名 義  

申請日 令和３年  月    日 

❶ 

□ 大阪府営業時間短縮協力金（第１期） 

□ 大阪府営業時間短縮協力金（第２期） 
□ 第３期営業時間短縮協力金(令和３年３月大阪府・大阪市共同） 

申込番号(８桁の数字)         

❷ 

□ 令和２年８月 感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金 
□ 令和２年11月及び12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金 

□ 令和２年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金 
＊上記３協力金はいずれも「大阪市・府共同」の制度 

□ 大阪府休業要請支援金  *1 

□ 大阪府休業要請外支援金  *2 

申込番号(８桁の数字) 
*１: ＷＨ、ＷＫ、ＰＨ、ＰＫ

のいずれかではじまる９桁

の受付番号 

＊2: ＥＣ、ＥＰ、ＨＣ、ＨＰ

のいずれかではじまる９桁

の受付番号 

        

         

振込先口座

の変更 
□ 変更しない □ 変更する 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 

 
【４月５日～４月２４日分】 

※カタカナで記載してください。 

紙申請用 

（様式第１－４－４号） 



 
 

 

 

 

 
第４期 大阪府営業時間短縮協力金〔大阪市内〕支給要件確認書 

 
  

下記に記載した事項については事実と相違ありません。 

 

１．対象施設（店舗）の情報 （□は該当するものにチェックを入れてください。）  

店 舗 名 称 

（店舗名又は屋号） 

フリガナ  

 

対 象 店 舗 

所 在 地 

〒    － 

大阪府                       

（店舗の直通電話番号：          ）       

ホームページ等の情報 

 □ 情報あり（                             ） 
     ※ＨＰのＵＲＬやグルメサイト、ＳＮＳなど、店舗の実在を表す、インターネット上の情報に 

ついてご記入ください。                                                     
 □ 情報なし  

※情報なしの場合は、「店舗の内観写真」と「店舗所在地が記載されている光熱水費の検針票・ 

請求書・領収書のいずれかの写し」等を提出してください。（詳しくは募集要項の15ページ 

を確認してください。）なお、第１期・第２期・第３期の協力金を申請している場合は、内 

観写真等の提出は不要です。 

開 店 日 
□ 令和３年４月５日までに営業を開始した。         
□ 令和３年４月５日までに営業を開始しなかった。 

⇒ 開店日 令和３年 月  日  

閉   店  日 

□ 令和３年４月２３日までに閉店※しなかった。    
□ 令和３年４月２３日までに閉店※した。 

⇒ 閉店日 令和３年 月  日  
※「閉店」とは、翌日から営業実態がなくなることをいいます。 

申 請 者 と 
対象店舗の関係 

□ 申請者は対象店舗を代表する運営者であり、管理運営の権限を有している。 

（管理運営権限を有していない方は、対象外となります。） 

通常の営業時間 

□ 通常の営業時間に、午後８時から翌午前５時までの時間が含まれている。 

（通常の営業時間が、午前５時から午後８時までの時間内に収まっている場合は、対象外 
となります。） 

業 態 

次ページの【対象施設(店舗)一覧表】から、該当するものの番号をご記入ください。 

＜番号＞ 「３」・「17」については、具体的な業態をご記入ください。 

  

 

２．要請を遵守した内容 （□は該当するものにチェックを入れてください。） 

感染拡大予防ガイ
ドライン及び要請
を遵守した期間 

□  令和３年４月５日から令和３年４月２４日まで 

□ 令和３年４月５日から閉店日まで 

□ 開店日から令和３年４月２４日まで        

営業時間短縮(休
業)の要請の遵守 

  

上記の全ての期間、営業時間短縮(午前５時から午後８時まで）・休業を行っ

た。(※) 

※ 全ての期間「休業」、全ての期間「時短」、全ての期間「休業又は時短」をいいます。 

酒類の提供 
□  ①酒類の提供を行っていなかった。 

□ ②酒類の提供を行っていたが、提供は午前11時から午後７時までとしていた。 

 

  

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 【４月５日～４月２４日分】 

※店舗名はできるだけ詳しく書いてください。 例：大阪食堂 大手前店 

 

 

紙申請用 

□ 

（様式第１－４－５号） 



 
 

３．大阪府「感染防止宣言ステッカー」の導入に関する情報 

※ 営業時間短縮協力金（第１期～第３期）のいずれかを受給又は申請中の方は記入不要です。 

 

 

【対象施設（店舗）一覧表】  

 

 

登録ナンバ
ー 

対象店舗に掲示しているステッ
カーのナンバー（６ケタ）をご
記入ください。 

      

ステッカー 
導入時期 

□  ①ステッカー導入期限（令和３年４月５日又は開店日※）までに導入できた。 

□ ②ステッカー導入期限（令和３年４月５日又は開店日※）までに導入できなかった。 

やむを得な
い理由 
 
※ステッカ
ー導入時期
で②を選ん
だ方は必須 

 

②「ステッカー導入期限（令和３年４月５日又は開店日※）までに導入できなかった。」

を選んだ場合、申請には「やむを得ない理由」が必要です。下記の①～⑤のいずれかから

選択してください。「やむを得ない理由」がない場合は申請できません。 

□  ①パソコン、スマートフォンなどＩＴ環境がなく登録に時間を要したため。 

□  ②感染拡大予防ガイドラインを守っていたので、ステッカーの導入は必要ないと思っていたため。  

□ ③ステッカーを登録するだけでよく、掲示が必要だと認識していなかったため。 

□ 
 

④発行済みのステッカーを再発行できず、新規で登録しなおしたため 

（当初登録時の電話番号を忘れた方等）。 

□ 
 

⑤その他  

（                                  ） 

  対象施設（店舗） 

１  
飲食店、喫茶店 
 

※食品衛生法における飲食店営業

の許可・喫茶店営業の許可を受

けている飲食店 

※宅配・テイクアウトサービスは

除く 

 

飲食店（レストラン、居酒屋、料理店等） 

２ 喫茶店（カラオケ喫茶含む） 

３ 
１～２以外のその他設備を設けて客に飲食をさせる営業
が行われる施設 

４  
遊興施設のうち、食品衛生法
における飲食店営業の許可・
喫茶店営業の許可を受けて
いる飲食店 
 

※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿

泊を目的とした利用が相当程度

見込まれる施設は要請対象外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キャバレー 

５ ナイトクラブ 

６ ダンスホール 

７ スナック 

８ バー 

９ ダーツバー 

10 パブ 

11 サロン 

12 ホストクラブ 

13 ディスコ 

14 出会い系喫茶 

15 カラオケボックス 

16 ライブハウス 

17 ４～１6以外のその他遊興施設 

※（ ）内に理由を記載してください。 

 



 
 

 

                                     
 
 
 
私は「第４期大阪府営業時間短縮協力金〔大阪市内〕」の支給を申請するにあたり、下記の内容について、

誓約・同意いたします。 

    記 

１誓約事項 

１ 支給要件を全て満たしています。 

 
 

２ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、大阪府暴力団排除条例第 2条第 1号に規定する

暴力団、同条第 2号に規定する暴力団員、同条第 3号に規定する暴力団員等及び同条第 4号に規定する暴力団

密接関係者には、該当せず、かつ将来にわたっても該当しません。また、上記の暴力団、暴力団員、暴力団員

等及び暴力団密接関係者が経営に事実上参画していません。 

 

２同意事項 

１ 申請店舗名称（店舗名又は屋号）・所在地（行政区名まで）の公表に応じます。 

 

 

 

２ 申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、本協力金全額の返還と違約金及び返還に要

する費用の支払いに応じます。 

３ 大阪府から店舗の活動状況に関する調査、報告又は是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じま

す。また、申請内容に疑義があった場合に、大阪府が申請店舗の関係者に対して本申請の内容について調査す

ることに同意します。 

４ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で提出した営業に必要な許可等の申請書類について、所管官

庁等への申請情報等と照合することに同意します。 

５ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で入力及び提出したステッカーの内容について、大阪府「感

染防止宣言ステッカー」の登録情報と照合することに同意します。 

６ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、税務情報として使用することがあるほ

か、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合は、税務情報として提供することについて同意します。  

７ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、大阪府の他の協力金等の事業（協力

金、支援金その他申請者の事業継続に資するものに限る。）における審査、支給等の事務のために使用するこ

とがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合にも、当該行政機関の実施する同趣旨の協力

金等における審査・支給等の事務のために提供することについて同意します。 

８ 申請書類に記載した情報を、大阪府暴力団排除条例第 24条に基づき、大阪府警察本部に提供することに同意

します。 

９ 個人情報の取扱いに関して、本協力金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が事務の一部を委託する事業

者に提供することに同意します。 

10 申請内容に関する振込口座の記入間違い等、軽微な誤りについては、大阪府（事務を委託する事業者を含む）

が補正することに同意します。 

11 申請内容の不備等が、大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、大阪府が当該申請は取り下げら

れたものとみなすことについて同意します。 

12 支給決定後、申請等の不備による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により、大阪府が指定する期

限までに当該不備を解消できないときは、申請者は本協力金の支給を受けることを辞退したものとみなし、当

該支給決定を取り消すことに同意します。 

13 大阪府が指定する期限までに店舗としての実績を証する書類の提出がされなかったときは、当該申請は取り下

げられたものとみなすことについて同意します。 【要請期間中に開店した申請者の場合のみ】 

 
※誓約・同意事項を確認し、上記の三つのチェックボックスに必ずチェックを入れてください。 

 
 
大阪府知事 様 
 

                         本店所在地 

（個人事業主の住所）                     

事業者名 

（法人名又は屋号）                         

代表者名 

（個人事業主の氏名）                       

  

誓約日 令和３年  月  日 

誓約・同意書 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。（コピー可） 

【４月５日～４月２４日分】 
紙申請用 

（様式第１－４－６号） 



 
 

 

 

第５期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金 支給申請書 
 

大阪府知事 様 

 
第５期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金募集要項の内容を了承の上、申請します。 

 
１．申請者の情報              ★印は申請・受給歴により記入不要です（３の申請情報を参照） 

事 業 者 の 区 分 
※□にﾁｪｯｸしてください 

□ 中小企業 □  大企業 
★法人

番号     
             

□ 個人事業主 □  その他法人     ※中小企業、大企業は法人番号を記入してください。 

事 業 者 名 
（法人名又は屋号） 

フリガナ  

 

代 表 者 名 
（個人事業主の氏名） 

フリガナ  
★代表者 
生年月日     年  月  日 

 

★ 本 店 所 在 地 
（個人事業主の住所） 

〒   － 

 

★ 担 当 者 名 
フリガナ  ★ 電話番号  

 ★メールアドレス  
 

 

２.本協力金の支給額に関する情報 ※ 算定シートから転記してください（算定シートも必ずご提出ください） 

店舗名称 

（店舗名又は屋号） 

 1日当たりの支給額 

 (A) 

日数 

(B) 

申請店舗の支給額（申請額） 

(A×B) 

 
円  日 円 

 

３.申請する対象施設（店舗）の各種協力金（支援金）の申請情報 
 下記の協力金・支援金の登録情報との照合について同意いただける場合、❶、❷のいずれかの申込番号・受付番号を
記入してください。記載いただいた場合、提出書類の一部を省略いただけます。 

※❷の「大阪市・府共同」協力金の申込番号は「大阪市行政オンラインシステム」のマイページで確認を、その他の協力金・支援金の 

 番号は「大阪府行政オンラインシステム」のマイページで確認又は「大阪府営業時間短縮協力金コールセンター（第4期・第5期協 

 力金コールセンター）」（06-7166-9987）にお問い合せください。 

 
４．振込先口座の情報 
（１）本協力金の支給において、上記「３．各種協力金（支援金）の申請情報」に記入された場合、原則、❶❷の協力金等 

で振り込んだ口座に振り込みます。振込先口座の変更を希望される場合は、（２）に新しい口座を記入ください。 

（２）初めて協力金（支援金）を申請する事業者及び（１）で「変更する」にチェックされた方は振込先口座の情報を 
ご記入ください。併せて必ず振込先確認書類をご提出ください。 

※口座名義は、法人の場合は当該法人名義の口座、個人事業主の場合は本人名義の口座に限ります。 

金融機関名  
銀行・信用金庫 金融機関 

コ ー ド     
信用組合・農協 

支 店 名  
本店 支 店 

コ ー ド    
支店 

預 金 種 目 □普通預金 □当座預金 
口 座 番 号 
※右詰めで記入 

       

口 座 名 義  

申請日 令和３年  月    日 

❶ 

□ 大阪府営業時間短縮協力金（第１期） 
□ 大阪府営業時間短縮協力金（第２期） 

□ 第３期営業時間短縮協力金(令和３年３月大阪府・大阪市共同） 
□ 第４期大阪府営業時間短縮協力金（大阪府まん延防止等重点措置

区域協力金）【大阪市内対象】 

□ 第４期大阪府営業時間短縮協力金（大阪府内（大阪市内除く）） 

申込番号(８桁の数字)         

❷ 

□ 令和２年８月 感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金 

□ 令和２年11月及び12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金 
□ 令和２年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金 
＊上記３協力金はいずれも「大阪市・府共同」の制度 

□ 休業要請支援金（府・市町村共同支援金）*１ 
□ 大阪府休業要請外支援金 *２ 

申込番号(８桁の数字) 
*１: ＷＨ、ＷＫ、ＰＨ、ＰＫ

のいずれかではじまる９桁

の受付番号 

＊2: ＥＣ、ＥＰ、ＨＣ、ＨＰ

のいずれかではじまる９桁

の受付番号 

        

         

振込先口座

の変更 
□ 変更しない □ 変更する 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 

 
【４月２５日～５月３１日分】 

※カタカナで記載してください。 

紙申請用 

（様式第１－５－１号） 



 
 

 

 

 
第５期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給要件確認書 

 
下記に記載した事項については事実と相違ありません。 

 

１．対象施設（店舗）の情報 （□は該当するものにチェックを入れてください。）  

店 舗 名 称 

（店舗名又は屋号） 

フリガナ  

 

対 象 店 舗 

所 在 地 

〒    － 

大阪府                       

（店舗の直通電話番号：          ）       

ホームページ等の情報 

 □ 情報あり（                             ） 
※ＨＰのＵＲＬやグルメサイト、ＳＮＳなど、インターネット上の情報で、店舗内の営業実態

（内観・飲食スペース等）が確認できるものについてご記入ください。                                                     
 □ 情報なし  

※情報なしの場合は、「店舗の内観写真」と「店舗所在地が記載されている光熱水費の検針票・ 

請求書・領収書のいずれかの写し」等を提出してください。（詳しくは募集要項の15ページ 

を確認してください。）なお、第１期～第４期の協力金を申請している場合は、内観写真等

の提出は不要です。 

開 店 日 
□ 令和３年４月２５日までに営業を開始した。         
□ 令和３年４月２５日までに営業を開始しなかった。 

⇒ 開店日 令和３年 月  日  

閉   店  日 

□ 令和３年５月３０日までに閉店※しなかった。    
□ 令和３年５月３０日までに閉店※した。 

⇒ 閉店日 令和３年 月  日  
※「閉店」とは、翌日から営業実態がなくなることをいいます。 

申 請 者 と 
対象店舗の関係 

□ 申請者は対象店舗を代表する運営者であり、管理運営の権限を有している。 

（管理運営権限を有していない方は、対象外となります。） 

業 態 

下の【対象施設(店舗)一覧表】から、該当するものの番号をご記入ください。 

＜番号＞ 「５」・「18」については、具体的な業態をご記入ください。 

  

 

【対象施設（店舗）一覧表】  

対象施設（店舗） 

飲食店 

※食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている飲食店 

※宅配・テイクアウトサービスは除く 

１ 飲食店 
２ 料理店 
３ 喫茶店 
４ 居酒屋 

５ １～４以外のその他設備を設けて客に飲食
をさせる営業が行われる施設 

 

遊興施設 

※食品衛生法における飲食店営業・喫茶店営業の許可を受け、飲食提供を行っている

店舗 

※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は

要請対象外 

 

 

 

 

６ キャバレー 
７ ナイトクラブ 
８ ダンスホール 
９ スナック 
１0 バー 
１1 ダーツバー 
１2 パブ 
１3 サロン 
１4 ホストクラブ 
１5 ディスコ 
１6 カラオケボックス 
１7 カラオケ喫茶 

１8 ６～１7以外のその他遊興施設 

結婚式場 

※食品衛生法における飲食店営業・喫茶店営業の許可を受け、飲食提供を行っている

結婚式場 

１9 結婚式場 

 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 【４月２５日～５月３１日分】 

紙申請用 

※店舗名はできるだけ詳しく書いてください。 例：大阪食堂 大手前店 

 

 

（様式第１－５－２号） 



 
 

２．要請を遵守した内容 （□は該当するものにチェックを入れてください。） 

感染拡大予防ガ

イドライン及び要

請を遵守した期間 

以下の①～⑦のいずれかにチェックを入れてください。 

＜全期間要請を遵守した場合＞ 

□  ①令和３年４月２５日から令和３年５月３１日まで（３７日間） 

□ ②令和３年４月２５日から令和３年５月１１日まで（１７日間） 

□ ③令和３年５月１２日から令和３年５月３１日まで（２０日間） 

＜要請期間中に開店又は閉店した場合＞ 

□ ④令和３年４月２５日から閉店日まで 

□ ⑤開店日から令和３年５月３１日まで        

□ ⑥５月１２日から閉店日まで（要請期間中に開店した場合を除く） 

□ ⑦開店日から５月１１日まで（要請期間中に閉店した場合を除く） 

通常の営業時間及
び要請を遵守した
内容 

以下の①～③のいずれかにチェックを入れてください。 

＜通常の営業時間：午後８時より後の時間を含む＞ 

□ 
①対象期間中、酒類の提供（５月１２日からは利用者が酒類を店内に持ち込む場合を含

む）及びカラオケ設備の提供をしないで、午後８時までに営業時間を短縮した。 

□ 
②対象期間中、午後８時までに営業時間を短縮した。 

※通常酒類の提供（同上）又はカラオケ設備の提供は行っていない。 

＜通常の営業時間：午後８時以前＞ 

※通常酒類の提供又はカラオケ設備の提供を行っていない場合は対象になりません。 

□ ③通常酒類の提供（同上）又はカラオケ設備の提供を行っており、対象期間中休業した。 

 

３．大阪府「感染防止宣言ステッカー」の導入に関する情報 

※ 営業時間短縮協力金（第１期～第４期）のいずれかを受給又は申請中の方は記入不要です。 

 
 

 

  

登録ナンバ
ー 

対象店舗に掲示しているステッ
カーのナンバー（６ケタ）をご
記入ください。 

      

ステッカー 
導入時期 

□  ①ステッカー導入期限（対象期間の始期）までに導入できた。 

□ ②ステッカー導入期限（対象期間の始期）までに導入できなかった。 

やむを得な
い理由 
 
※ステッカ
ー導入時期
で②を選ん
だ方は必須 

 

②「ステッカー導入期限（対象期間の始期）までに導入できなかった。」を選んだ場合、

下記の①～⑤のいずれかの「やむを得ない理由」を選択してください。 

□  ①パソコン、スマートフォンなどＩＴ環境がなく登録に時間を要したため。 

□  ②感染拡大予防ガイドラインを守っていたので、ステッカーの導入は必要ないと思っていたため。  

□ ③ステッカーを登録するだけでよく、掲示が必要だと認識していなかったため。 

□ 
 

④発行済みのステッカーを再発行できず、新規で登録しなおしたため 

（当初登録時の電話番号を忘れた方等）。 

□ 
 

⑤その他  

（                                  ） 

※（ ）内に理由を記載してください。 

 



 
 

 

                                     
 
 
 

私は「第５期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」の支給を申請するにあたり、下記の内容について、

誓約・同意いたします。 

    記 

１誓約事項 

１ 支給要件を全て満たしています。 

 
 

２ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、大阪府暴力団排除条例第 2条第 1号に規定する

暴力団、同条第 2号に規定する暴力団員、同条第 3号に規定する暴力団員等及び同条第 4号に規定する暴力団

密接関係者には、該当せず、かつ将来にわたっても該当しません。また、上記の暴力団、暴力団員、暴力団員

等及び暴力団密接関係者が経営に事実上参画していません。 

 

２同意事項 

１ 申請店舗名称（店舗名又は屋号）・所在地（市町村及び行政区名まで）の公表に応じます。 

 

 

 

２ 申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、本協力金全額の返還と違約金及び返還に要

する費用の支払いに応じます。 

３ 大阪府から店舗の活動状況に関する調査、報告又は是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じま

す。また、申請内容に疑義があった場合に、大阪府が申請店舗の関係者に対して本申請の内容について調査す

ることに同意します。 

４ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で提出した営業に必要な許可等の申請書類について、所管官

庁等への申請情報等と照合することに同意します。 

５ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で入力及び提出したステッカーの内容について、大阪府「感

染防止宣言ステッカー」の登録情報と照合することに同意します。 

６ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、税務情報として使用することがあるほ

か、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合は、税務情報として提供することについて同意します。  

７ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、大阪府の他の協力金等の事業（協力

金、支援金その他申請者の事業継続に資するものに限る。）における審査、支給等の事務のために使用するこ

とがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合にも、当該行政機関の実施する同趣旨の協力

金等における審査・支給等の事務のために提供することについて同意します。 

８ 申請書類に記載した情報を、大阪府暴力団排除条例第 24条に基づき、大阪府警察本部に提供することに同意

します。 

９ 個人情報の取扱いに関して、本協力金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が事務の一部を委託する事業

者に提供することに同意します。 

10 申請内容に関する振込口座の記入間違い等、軽微な誤りについては、大阪府（事務を委託する事業者を含む）

が補正することに同意します。 

11 申請内容の不備等が、大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、大阪府が当該申請は取り下げら

れたものとみなすことについて同意します。 

12 支給決定後、申請等の不備による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により、大阪府が指定する期

限までに当該不備を解消できないときは、申請者は本協力金の支給を受けることを辞退したものとみなし、当

該支給決定を取り消すことに同意します。 

13 大阪府が指定する期限までに店舗としての実績を証する書類の提出がされなかったときは、当該申請は取り下

げられたものとみなすことについて同意します。 【要請期間中に開店した申請者の場合のみ】 

 
※誓約・同意事項を確認し、上記の三つのチェックボックスに必ずチェックを入れてください。 

 
 
大阪府知事 様 
 

                         本店所在地 

（個人事業主の住所）                     

事業者名 

（法人名又は屋号）                         

代表者名 

（個人事業主の氏名）                       

 

 

 

誓約日 令和３年  月  日 

誓約・同意書 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。（コピー可） 

【４月２５日～５月３１日分】 
紙申請用 

（様式第１－５－３号） 



 
 

 

 

第６期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給申請書 
 

大阪府知事 様 

 
第６期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金募集要項の内容を了承の上、申請します。 

 

１．申請者の情報 
              ★印は申請・受給歴により記入不要です（３の申請情報を参照） 

事 業 者 の 区 分 
※□にﾁｪｯｸしてください 

□ 中小企業 □  大企業 
★法人

番号     
             

□個人事業主 □  その他法人     ※中小企業、大企業は法人番号を記入してください。 

事 業 者 名 
（法人名又は屋号） 

フリガナ  

 

代 表 者 名 
（個人事業主の氏名） 

フリガナ  
★代表者 
生年月日     年  月  日 

 

★ 本 店 所 在 地 
（個人事業主の住所） 

〒   － 

 

★ 担 当 者 名 
フリガナ  ★ 電話番号  

 ★メールアドレス  
 

 

２.本協力金の支給額に関する情報 ※ 算定シートから転記してください（算定シートも必ずご提出ください） 

店舗名称 

（店舗名又は屋号） 

 1日当たりの支給額 

 (A) 

日数 

(B) 

申請店舗の支給額（申請額） 

(A×B) 

 
円  日 円 

 

 

３.申請する対象施設（店舗）の協力金の申請情報 
 下記の協力金の登録情報との照合について同意いただける場合、申込番号を記入してください。記載いただいた場
合、提出書類の一部を省略いただけます。 

※協力金の申込番号は「大阪府行政オンラインシステム」のマイページで確認又は「大阪府時短・大規模施設等協力金コールセン 

ター（第６期協力金コールセンター）」（06-7166-9987）にお問い合せください。 

 

 
４．振込先口座の情報 
 
（１）本協力金の支給において、上記「３．協力金の申請情報」に記入された場合、原則、過去の協力金で振り込んだ 

口座に振り込みます。振込先口座の変更を希望される場合は、（２）に新しい口座を記入ください。 

 
（２）初めて協力金を申請する事業者及び（１）で「変更する」にチェックされた方は振込先口座の情報を 

ご記入ください。併せて必ず振込先確認書類をご提出ください。 

※口座名義は、法人の場合は当該法人名義の口座、個人事業主の場合は本人名義の口座に限ります。 

金融機関名  
銀行・信用金庫 金融機関 

コ ー ド     
信用組合・農協 

支 店 名  
本店 支 店 

コ ー ド    
支店 

預 金 種 目 □普通預金 □当座預金 
口 座 番 号 
※右詰めで記入 

       

口 座 名 義  

 

 

申請日 令和３年  月    日 

□ 営業時間短縮協力金（第１期～第５期） 申込番号(８桁の数字)         

振込先口座

の変更 □ 変更しない □ 変更する 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 

 【６月１日～６月２０日分】 

※カタカナで記載してください。 

紙申請用 

（様式第１－６－１号） 



 
 

 

 

第６期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給要件確認書 
下記に記載した事項については事実と相違ありません。 

１．対象施設（店舗）の情報 （□は該当するものにチェックを入れてください。）  

店 舗 名 称 

（店舗名又は屋号） 

フリガナ  

 

対 象 店 舗 

所 在 地 

〒    － 

大阪府                       

（店舗の直通電話番号：          ）       

ホームページ等の情報 

 □ 情報あり（                             ） 

※ＨＰのＵＲＬなど、インターネット上の情報で、店舗内の営業実態（内観・飲食スペース

等）が確認できるものについてご記入ください。                                                     

 □ 情報なし  
※情報なしの場合は、「店舗の内観写真」と「店舗所在地が記載されている光熱水費の検針票・ 

請求書・領収書のいずれかの写し」等を提出してください。（詳しくは募集要項の14ページ 

を確認してください。）なお、第１期～第５期の協力金を申請している場合は、内観写真等

の提出は不要です。 

開 店 日 
□ 令和３年６月１日までに営業を開始した。         

□ 令和３年６月１日までに営業を開始しなかった。 
⇒ 開店日 令和３年 月  日  

閉   店  日 

□ 令和３年６月１９日までに閉店※しなかった。    

□ 令和３年６月１９日までに閉店※した。 
⇒ 閉店日 令和３年 月  日  

※「閉店」とは、翌日から営業実態がなくなることをいいます。 

申 請 者 と 
対象店舗の関係 

□ 申請者は対象店舗を代表する運営者であり、管理運営の権限を有している。 
（管理運営権限を有していない方は、対象外となります。） 

業 態 

下の【対象施設(店舗)一覧表】から、該当するものの番号をご記入ください。 

＜番号＞ 「５」・「18」については、具体的な業態をご記入ください。 

  

飲食店・喫茶店の営業許可証の
有効期間 

年  月  日 ～   年  月  日 

□ 直近の申請時から変更がなかった。        

□ 直近の申請時から更新等により変更があった。⇒許可証の添付が必要です。 

 

【対象施設（店舗）一覧表】  

対象施設（店舗） 

飲食店 

※食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている飲食店 

※宅配・テイクアウトサービスは除く 

１ 飲食店 
２ 料理店 
３ 喫茶店 
４ 居酒屋 

５ １～４以外のその他設備を設けて客に飲食
をさせる営業が行われる施設 

 

遊興施設 

※食品衛生法における飲食店営業・喫茶店営業の許可を受け、飲食提供を行っている

店舗 

※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は

要請対象外 

 

 

 

 

６ キャバレー 
７ ナイトクラブ 
８ ダンスホール 
９ スナック 
１0 バー 
１1 ダーツバー 
１2 パブ 
１3 サロン 
１4 ホストクラブ 
１5 ディスコ 
１6 カラオケボックス 
１7 カラオケ喫茶 

１8 ６～１7以外のその他遊興施設 

結婚式場 

※食品衛生法における飲食店営業・喫茶店営業の許可を受け、飲食提供を行っている

結婚式場 

１9 結婚式場 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 【６月１日～６月２０日分】 

紙申請用 

※店舗名はできるだけ詳しく書いてください。 例：大阪食堂 大手前店 

 

 

（様式第１－６－２号） 



 
 

２．要請を遵守した内容 （□は該当するものにチェックを入れてください。） 

 

感染拡大予防ガ

イドライン及び要

請を遵守した期間 

以下の①～③のいずれかにチェックを入れてください。 

＜全期間要請を遵守した場合＞ 

□  ①令和３年６月１日から令和３年６月２０日まで（２０日間） 

＜要請期間中に開店又は閉店した場合＞ 

□ ②令和３年６月１日から閉店日まで 

□ ③開店日から令和３年６月２０日まで        

通常の営業時間及
び要請を遵守した
内容 
 

以下の④～⑦のいずれかにチェックを入れてください。 

＜通常の営業時間：午後８時より後の時間を含む＞ 

□ 
④対象期間中、休業した。 

※通常酒類の提供（利用者が酒類を店内に持ち込む場合を含む）又はカラオケ設備の

提供を行っている。 

□ 

⑤対象期間中、酒類の提供（同上）及びカラオケ設備の提供をしないで、午後８

時までに営業時間を短縮した。 

※通常酒類の提供（同上）又はカラオケ設備の提供を行っている。 

※一部休業した場合を含む。 

□ 
⑥対象期間中、午後８時までに営業時間を短縮又は休業した。 

※通常酒類の提供（同上）又はカラオケ設備の提供は行っていない。 

⑤を選択された方は、酒類の提供（同上）又はカラオケ設備の提供をしていなかった
ことがわかる写真等を提出してください。提出できない場合は、下記理由欄にその
理由を記入してください。 

【理由欄】例）口頭でのみ酒類の提供ができないことを説明していたため 

 

 

＜通常の営業時間：午後８時以前＞ 

□ 
⑦通常酒類の提供（同上）又はカラオケ設備の提供を行っており、対象期間中 

休業した。 

 

３．大阪府「感染防止宣言ステッカー」の導入に関する情報 

※ 営業時間短縮協力金（第１期～第５期）のいずれかを受給又は申請中の方は記入不要です。 

 

 

 

 

 

 

登録ナンバ
ー 

対象店舗に掲示しているステッカ
ーのナンバー（６ケタ）をご記入
ください。 

      

ステッカー 
導入時期 

□  ①ステッカー導入期限（令和３年６月１日又は開店日）までに導入できた。 

□ ②ステッカー導入期限（令和３年６月１日又は開店日）までに導入できなかった。 

やむを得な
い理由 
 
※ステッカ
ー導入時
期で②を
選んだ方
は必須 

 

②「ステッカー導入期限（令和３年６月１日又は開店日）までに導入できなかった。」を

選んだ場合、下記の①～⑤のいずれかの「やむを得ない理由」を選択してください。 

□  ①パソコン、スマートフォンなどＩＴ環境がなく登録に時間を要したため。 

□  ②感染拡大予防ガイドラインを守っていたので、ステッカーの導入は必要ないと思っていたため。  

□ ③ステッカーを登録するだけでよく、掲示が必要だと認識していなかったため。 

□ 
 

④発行済みのステッカーを再発行できず、新規で登録しなおしたため 

（当初登録時の電話番号を忘れた方等）。 

□ 
 

⑤その他  

（                                  ） 

（ ）内に理由を記載してください。 

 



 
 

誓約・同意書 

 

 

 

 
 私は「第６期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」の支給を申請するにあたり、下記の内容について、
誓約・同意いたします。 

    記 

１誓約事項 

１ 支給要件を全て満たしています。 

 
 

２ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、大阪府暴力団排除条例第 2条第 1号に規定する

暴力団、同条第 2号に規定する暴力団員、同条第 3号に規定する暴力団員等及び同条第 4号に規定する暴力団

密接関係者には、該当せず、かつ将来にわたっても該当しません。また、上記の暴力団、暴力団員、暴力団員

等及び暴力団密接関係者が経営に事実上参画していません。 

 

 
２同意事項 

１ 申請店舗名称（店舗名又は屋号）・所在地（市町村及び行政区名まで）の公表に応じます。 

 

 

 

２ 申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、本協力金全額の返還と違約金及び返還に要

する費用の支払いに応じます。 

３ 本協力金と大阪府大規模施設等協力金を重複して受給した場合は、いずれかの協力金の返還に応じます。 

４ 大阪府から店舗の活動状況に関する調査、報告又は是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じま

す。また、申請内容に疑義があった場合に、大阪府が申請店舗の関係者に対して本申請の内容について調査す

ることに同意します。 

５ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で提出した営業に必要な許可等の申請書類について、所管官

庁等への申請情報等と照合することに同意します。 

６ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で入力及び提出したステッカーの内容について、大阪府「感

染防止宣言ステッカー」の登録情報と照合することに同意します。 

７ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、税務情報として使用することがあるほ

か、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合は、税務情報として提供することについて同意します。  

８ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、大阪府の他の協力金等の事業（協力

金、支援金その他申請者の事業継続に資するものに限る。）における審査、支給等の事務のために使用するこ

とがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合にも、当該行政機関の実施する同趣旨の協力

金等における審査・支給等の事務のために提供することについて同意します。 

９ 申請書類に記載した情報を、大阪府暴力団排除条例第 24条に基づき、大阪府警察本部に提供することに同意

します。 

10 個人情報の取扱いに関して、本協力金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が事務の一部を委託する事業

者に提供することに同意します。 

11 申請内容に関する振込口座の記入間違い等、軽微な誤りについては、大阪府（事務を委託する事業者を含む）

が補正することに同意します。 

12 申請内容の不備等が、大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、大阪府が当該申請は取り下げら

れたものとみなすことについて同意します。 

13 支給決定後、申請等の不備による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により、大阪府が指定する期

限までに当該不備を解消できないときは、申請者は本協力金の支給を受けることを辞退したものとみなし、当

該支給決定を取り消すことに同意します。 

14 大阪府が指定する期限までに店舗としての実績を証する書類の提出がされなかったときは、当該申請は取り下

げられたものとみなすことについて同意します。 【要請期間中に開店した申請者の場合のみ】 

 
※誓約・同意事項を確認し、上記の三つのチェックボックスに必ずチェックを入れてください。 

 
 
大阪府知事 様 

                         本店所在地 

（個人事業主の住所）                     

事業者名 

（法人名又は屋号）                         

代表者名 

（個人事業主の氏名）                       

  

誓約日 令和３年  月  日 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。（コピー可） 

【６月１日～６月２０日分】 紙申請用 

（様式第１－６－３号） 



 
 

 

第７期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給申請書 
 

大阪府知事 様 

  
第７期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金募集要項の内容を了承の上、申請します。 

 

１．申請者の情報 
        ★印は営業時間短縮等協力金（第１期～第６期）のいずれかを受給又は申請中の方は記入不要です。 

事 業 者 の 区 分  
※□にﾁｪｯｸしてください 

□ 中小企業 □  大企業 
★法人

番号     
             

□個人事業主 □  その他法人     ※中小企業、大企業は法人番号を記入してください。 

事 業 者 名  
（法人名又は屋号） 

フリガナ  

 

代 表 者 名  
（個人事業主の氏名） 

フリガナ  
★代表者 
生年月日     年  月  日 

 

店 舗 名 称  
（店舗名又は屋号） 

フリガナ  

 

★ 本 店 所 在 地 
（個人事業主の住所） 

〒   － 

 

★ 担 当 者 名 
フリガナ  ★ 電話番号  

 ★メールアドレス  
 

 

２.申請する対象施設（店舗）の協力金の申請情報 
 営業時間短縮協力金（第１期～第６期）の申込番号を記入してください。記載いただいた場合、提出書類の一部を省
略いただけます。 

※協力金の申込番号は「大阪府行政オンラインシステム」のマイページで確認又は「大阪府営業時間短縮協力金コールセンター」 

（06-7178-1342／06-7166-9987）にお問い合せください。 

 
３．振込先口座の情報 
（１）本協力金の支給において、上記「２．申請する対象施設（店舗）の協力金の申請情報」に記入された場合、原則、 

過去の協力金（早期給付含む）で振り込んだ口座に振り込みます。振込先口座の変更を希望される場合は、 
（２）に新しい口座を記入ください。 

 
（２）初めて協力金を申請する事業者及び（１）で「変更する」にチェックされた方は振込先口座の情報を 

ご記入ください。併せて必ず振込先確認書類をご提出ください。 

※口座名義は、法人の場合は当該法人名義の口座、個人事業主の場合は本人名義の口座に限ります。 

金融機関名  
銀行・信用金庫 

金融機関 
コ ー ド      

信用組合・農協 

支 店 名  
本店 支 店 

コ ー ド     
支店 

預 金 種 目 □普通預金 □当座預金 
口 座 番 号 
※右詰めで記入 

       

口 座 名 義  

 

申請日 令和３年  月    日 

申込された期すべてに✔をつけてください。  

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 

      

 

申込された期の 
申込番号(８桁の数字) 

※複数ある場合は直近の期の番

号を記入ください。 

        

振込先口座

の変更 □ 変更しない □ 変更する 

※カタカナで記載してください。 

紙申請用 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 

 
【６月２１日～８月３１日分】 （様式第１－７－１号） 



 
 

第７期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給要件確認書 

下記に記載した事項については事実と相違ありません。 

１．対象施設（店舗）の情報 （□は該当するものにチェックを入れてください。）  

店 舗 名 称 

（店舗名又は屋号） 

フリガナ  

 

対 象 店 舗 

所 在 地 

〒    － 

大阪府    市                   

（店舗の直通電話番号：          ）       

ホームページ等の情報 

 □ 情報あり（                            ） 

※ＨＰのＵＲＬなど、インターネット上の情報で、店舗内の営業実態（内観・飲食スペース

等）が確認できるものについてご記入ください。                                                     

 □ 情報なし 
※情報なしの場合は、「店舗の内観写真」と「店舗所在地が記載されている光熱水費の検針票・ 
請求書・領収書のいずれかの写し」等を提出してください。（詳しくは募集要項の18ページ 
を確認してください。）なお、第１期～第６期の協力金を申請している場合は、内観写真等の 
提出は不要です。 

開 店 日 
□ 令和３年６月２１日までに営業を開始した。         

□ 令和３年６月２１日までに営業を開始しなかった。 
⇒ 開店日 令和３年 月  日  

閉 店 日 

□ 令和３年８月３０日までに閉店※しなかった。    

□ 令和３年８月３０日までに閉店※した。 
⇒ 閉店日 令和３年 月  日  

※「閉店」とは、翌日から営業実態がなくなることをいいます。 

申 請 者 と 
対象店舗の関係 

□ 申請者は対象店舗を代表する運営者であり、管理運営の権限を有している。 

（管理運営権限を有していない方は、対象外となります。） 

業 態 

下の【対象施設(店舗)一覧表】から、該当するものの番号をご記入ください。 

＜番号＞ 「５」・「18」については、具体的な業態をご記入ください。 

  

飲食店・喫茶店の営業許可証の
有効期間 

年  月  日 ～   年  月  日 

□ 直近の申請時から変更がなかった。        

□ 直近の申請時から更新等により変更があった。⇒許可証の添付が必要です。 

 

【対象施設（店舗）一覧表】  

対象施設（店舗） 

飲食店 

※食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている飲食店 

※宅配・テイクアウトサービスは除く 

１ 飲食店 
２ 料理店 
３ 喫茶店 
４ 居酒屋 

５ 
１～４以外のその他設備を設けて客に飲食
をさせる営業が行われる施設 

遊興施設 

※食品衛生法における飲食店営業・喫茶店営業の許可を受け、飲食提供を行っている

店舗 

※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は 

要請対象外 

 

６ キャバレー 
７ ナイトクラブ 
８ ダンスホール 
９ スナック 
10 バー（接待や遊興を伴うもの） 
11 ダーツバー 
12 パブ 
13 サロン 
14 ホストクラブ 
15 ディスコ 
16 カラオケボックス 
17 カラオケ喫茶 
18 ６～17以外のその他遊興施設 

結婚式場 

※食品衛生法における飲食店営業・喫茶店営業の許可を受け、飲食提供を行っている

結婚式場 

19 結婚式場 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 【６月２１日～８月３１日分】 

 
紙申請用 

※店舗名はできるだけ詳しく書いてください。 例：大阪食堂 大手前店 

 

（様式第１－７－２－１号） 



 
 

２.本協力金の支給額等に関する情報 

支  給  額 

（申請額） 

令和３年６月２１日～７月１１日分及び、７月１２日～８月１日分 

①1日当たりの支給単価（        円） ②日数（  日）（最大４２日） 

③支給額（申請額）（①×②）（         万円） 

令和３年８月２日～８月３１日分 

①1日当たりの支給単価（        円） ②日数（  日）（最大３０日） 

③支給額（申請額）（①×②）（         万円） 

早期給付の受給

又は申請状況 

□  ①早期給付を受給した。⇒早期給付の申込番号を下記に記載ください。 

□  ②早期給付を申請中である。⇒早期給付の申込番号を下記に記載ください。 

□  ③早期給付を申請していない。 

 早期給付の 

 申込番号 
        

 

３．要請を遵守した内容（□は該当するものにチェックを入れてください。） 

感染拡大予防ガ

イドライン及び要

請を遵守した期間 

以下の①～③の該当するものすべてにチェックを入れてください。 

□ ①令和３年６月２１日から令和３年７月１１日まで（２１日間） 

□ ②令和３年７月１２日から令和３年８月 １日まで（２１日間） 

□ ③令和３年８月 ２日から令和３年８月３１日まで（３０日間） 

期間中に閉店又は開店した場合は、閉店日まで又は開店日から要請を遵守していること 

通常の営業時間及

び要請を遵守した

内容 
（全ての要件を満たす

ことが必要です。） 

要請を遵守した期間に６月２１日から８月１日（期間①及び②まん延防止等重点措置期間）を含む

場合は、期間中における要請を遵守した内容について、以下の①～③の全て（②については②―1

か②―2のいずれかを選択）にチェックを入れてください。 

□ ① 通常８時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後８時までに短縮（休業含む）した。 

□ ②－1 酒類提供（利用者が酒類を店内に持ち込む場合を含む）をしなかった。 

□ 

②－2 ゴールドステッカーを申請し、同一グループの入店を原則２人以内（令和３年７月１

２日以降は４人以内、同居家族の場合を除く）にするとともに、酒類提供は午前１１時から午

後７時までの間とした。 

⇒ゴールドステッカーを申請した際の申込番号を記入してください。 

 

 

また、以下の感染予防対策をすべて行った。 

・アクリル板等の設置（座席間隔の確保）・手指消毒の徹底  

・食事中以外のマスク着用の推奨 ・換気の徹底 

申込番号（8桁）         

□ ③ カラオケ設備の提供をしなかった。 

※（②－1の場合）カラオケボックス等で、カラオケ設備を利用することが可能です。 

要請を遵守した期間に８月２日から８月３１日（期間③：緊急事態措置期間）を含む場合は、期間

中における要請内容の遵守の状況について、以下の①～③のいずれかにチェックを入れてくださ

い。 

□ 
① 対象期間中、休業した（休業する）。 

※通常営業において、酒類の提供（利用者が酒類を店内に持ち込む場合を含む）又はカラオケ設備

の提供を行っている。 

□ 

② 対象期間中、酒類の提供（同上）及びカラオケ設備の提供をしないで、午後８時までに営

業時間を短縮した（短縮する）。 

※通常営業において、酒類の提供（同上）又はカラオケ設備の提供を行っている。 

※一部休業した場合を含む。 

□ ③ 対象期間中、午後８時までに営業時間を短縮又は休業した（短縮又は休業する）。 

※通常営業において、酒類の提供（同上）又はカラオケ設備の提供は行っていない。 

 
 



 
 

 
４．「感染防止宣言ステッカー」（ブルーステッカー）の導入に関する情報 

※営業時間短縮等協力金（第１期～第６期）のいずれかを受給又は申請中の方は記入不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録ナンバー 
対象店舗に掲示しているステッカーのナ
ンバー（６ケタ）をご記入ください。       

ステッカー 

導入時期 

□ ①ステッカー導入期限（対象期間の始期又は開店日）までに導入できた。 

□ ②ステッカー導入期限（対象期間の始期又は開店日）までに導入できなかった。 

やむを得ない

理由 

②「ステッカー導入期限（対象期間の始期又は開店日）までに導入できなかった。」を選んだ
場合、下記に理由を記載してください。 

（                                  ） 
例）ステッカーを登録するだけでよく、掲示が必要だと認識していなかったため。 

 



 
 

 

 

第７期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給要件確認書 
下記に記載した事項については事実と相違ありません。 

１．対象施設（店舗）の情報 （□は該当するものにチェックを入れてください。）  

店 舗 名 称 

（店舗名又は屋号） 

フリガナ  

 

対 象 店 舗 

所 在 地 

〒    － 

大阪府                       

（店舗の直通電話番号：          ）       

ホームページ等の情報 

 □ 情報あり（                            ） 

※ＨＰのＵＲＬなど、インターネット上の情報で、店舗内の営業実態（内観・飲食スペース

等）が確認できるものについてご記入ください。                                                     

 □ 情報なし 
※情報なしの場合は、「店舗の内観写真」と「店舗所在地が記載されている光熱水費の検針票・ 
請求書・領収書のいずれかの写し」等を提出してください。（詳しくは募集要項の18ページ 
を確認してください。）なお、第１期～第６期の協力金を申請している場合は、内観写真等の 
提出は不要です。 

開 店 日 
□ 令和３年６月２１日までに営業を開始した。         

□ 令和３年６月２１日までに営業を開始しなかった。 
⇒ 開店日 令和３年 月  日  

閉 店 日 

□ 令和３年８月３０日までに閉店※しなかった。    

□ 令和３年８月３０日までに閉店※した。 
⇒ 閉店日 令和３年 月  日  

※「閉店」とは、翌日から営業実態がなくなることをいいます。 

申 請 者 と 
対象店舗の関係 

□ 申請者は対象店舗を代表する運営者であり、管理運営の権限を有している。 

（管理運営権限を有していない方は、対象外となります。） 

業 態 

下の【対象施設(店舗)一覧表】から、該当するものの番号をご記入ください。 

＜番号＞ 「５」・「18」については、具体的な業態をご記入ください。 

  

飲食店・喫茶店の営業許可証の
有効期間 

年  月  日 ～   年  月  日 

□ 直近の申請時から変更がなかった。        

□ 直近の申請時から更新等により変更があった。⇒許可証の添付が必要です。 

【対象施設（店舗）一覧表】  

対象施設（店舗） 

飲食店 

※食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている飲食店 

※宅配・テイクアウトサービスは除く 

１ 飲食店 
２ 料理店 
３ 喫茶店 
４ 居酒屋 

５ １～４以外のその他設備を設けて客に飲食
をさせる営業が行われる施設 

遊興施設 

※食品衛生法における飲食店営業・喫茶店営業の許可を受け、飲食提供を行っている

店舗 

※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は 

要請対象外 

 

６ キャバレー 
７ ナイトクラブ 
８ ダンスホール 
９ スナック 
10 バー（接待や遊興を伴うもの） 
11 ダーツバー 
12 パブ 
13 サロン 
14 ホストクラブ 
15 ディスコ 
16 カラオケボックス 
17 カラオケ喫茶 
18 ６～17以外のその他遊興施設 

結婚式場 

※食品衛生法における飲食店営業・喫茶店営業の許可を受け、飲食提供を行っている

結婚式場 

19 結婚式場 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 【６月２１日～８月３１日分】 

 
紙申請用 

※店舗名はできるだけ詳しく書いてください。 例：大阪食堂 大手前店 

 

（様式第１－７－２－２号） 



 
 

２.本協力金の支給額等に関する情報 

支  給  額 

（申請額） 

令和３年６月２１日～７月１１日分及び、７月１２日～８月１日分 

①1日当たりの支給単価（        円） ②日数（  日）（最大４２日） 

③支給額（申請額）（①×②）（         万円） 

令和３年８月２日～８月３１日分 

①1日当たりの支給単価（        円） ②日数（  日）（最大３０日） 

③支給額（申請額）（①×②）（         万円） 

早期給付の受給

又は申請状況 

□  ①早期給付を受給した。⇒早期給付の申込番号を下記に記載ください。 

□  ②早期給付を申請中である。⇒早期給付の申込番号を下記に記載ください。 

□  ③早期給付を申請していない。 

 早期給付の 

 申込番号 
        

 

３．要請を遵守した内容（□は該当するものにチェックを入れてください。） 

感染拡大予防ガ

イドライン及び要

請を遵守した期間 

以下の①～③の該当するものすべてにチェックを入れてください。 

□ ①令和３年６月２１日から令和３年７月１１日まで（２１日間） 

□ ②令和３年７月１２日から令和３年８月 １日まで（２１日間） 

□ ③令和３年８月 ２日から令和３年８月３１日まで（３０日間） 

期間中に閉店又は開店した場合は、閉店日まで又は開店日から要請を遵守していること 

通常の営業時間及

び要請を遵守した

内容 
（全ての要件を満たす

ことが必要です。） 

要請を遵守した期間に６月２１日から８月１日（期間①及び②まん延防止等重点措置期間）を含む

場合は、期間中における要請を遵守した内容について、以下の①～③の全て（②については②―1

か②―2のいずれかを選択）にチェックを入れてください。 

□ ① 通常９時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後９時までに短縮（休業含む）した。 

□ ②－1 酒類提供（利用者が酒類を店内に持ち込む場合を含む）をしなかった。 

□ 

②－2 ゴールドステッカーを申請し、同一グループの入店を原則２人以内（令和３年７月１

２日以降は４人以内、同居家族の場合を除く）にするとともに、酒類提供は午前１１時から午

後８時までの間とした。 

⇒ゴールドステッカーを申請した際の申込番号を記入してください。 

 

 

また、以下の感染予防対策をすべて行った。 

・アクリル板等の設置（座席間隔の確保）・手指消毒の徹底  

・食事中以外のマスク着用の推奨 ・換気の徹底 

申込番号（8桁）         

□ ③ カラオケ設備の提供をしなかった。 

※（②－1の場合）カラオケボックス等は、カラオケ設備を利用することが可能です。 

要請を遵守した期間に８月２日から８月３１日（期間③：緊急事態措置期間）を含む場合は、期間

中における要請内容の遵守の状況について、以下の①～③のいずれかにチェックを入れてくださ

い。 

□ 
① 対象期間中、休業した（休業する）。 

※通常営業において、酒類の提供（利用者が酒類を店内に持ち込む場合を含む）又はカラオケ設備

の提供を行っている。 

□ 

② 対象期間中、酒類の提供（同上）及びカラオケ設備の提供をしないで、午後８時までに営

業時間を短縮した（短縮する）。 

※通常営業において、酒類の提供（同上）又はカラオケ設備の提供を行っている。 

※一部休業した場合を含む。 

□ ③ 対象期間中、午後８時までに営業時間を短縮又は休業した（短縮又は休業する）。 

※通常営業において、酒類の提供（同上）又はカラオケ設備の提供は行っていない。 

 
 



 
 

４．「感染防止宣言ステッカー」（ブルーステッカー）の導入に関する情報 

※営業時間短縮等協力金（第１期～第６期）のいずれかを受給又は申請中の方は記入不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録ナンバー 
対象店舗に掲示しているステッカーのナ
ンバー（６ケタ）をご記入ください。       

ステッカー 

導入時期 

□ ①ステッカー導入期限（対象期間の始期又は開店日）までに導入できた。 

□ ②ステッカー導入期限（対象期間の始期又は開店日）までに導入できなかった。 

やむを得ない

理由 

②「ステッカー導入期限（対象期間の始期又は開店日）までに導入できなかった。」を選んだ
場合、下記に理由を記載してください。 

（                                  ） 
例）ステッカーを登録するだけでよく、掲示が必要だと認識していなかったため。 

 



 
 

 
 

                                     
 
 
私は「第７期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」の支給を申請するにあたり、下記のすべての内容

について、誓約・同意いたします。 

    記 

１誓約事項 

１ 支給要件を全て満たします。 

２ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、大阪府暴力団排除条例第 2条第 1号に規定する暴力団、

同条第 2号に規定する暴力団員、同条第 3号に規定する暴力団員等及び同条第 4号に規定する暴力団密接関係者には、

該当せず、かつ将来にわたっても該当しません。また、上記の暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団密接関係者が

経営に事実上参画していません。 

 
２同意事項 

１ 申請店舗名称（店舗名又は屋号）・所在地（市町村及び行政区名まで）の公表に応じます。 

２ 申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、本協力金全額の返還と違約金及び返還に要する費用

の支払いに応じます。 

３ 本協力金と同時期の大阪府大規模施設等協力金を重複して受給した場合は、いずれかの協力金の返還に応じます。 

４ 大阪府から店舗の活動状況に関する調査、報告又は是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じます。また、

申請内容に疑義があった場合に、大阪府が申請店舗の関係者に対して本申請の内容について調査することに同意しま

す。 

５ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で提出した営業に必要な許可等の申請書類について、所管官庁等への

申請情報等と照合することに同意します。 

６ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で入力及び提出したステッカーの内容について、「感染防止宣言ステッ

カー（ブルーステッカー）」と「感染防止認証ゴールドステッカー」の登録情報と照合することに同意します。 

７ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、税務情報として使用することがあるほか、国・

市町村等他の行政機関から求めがあった場合は、税務情報として提供することについて同意します。  

８ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、大阪府の他の協力金等の事業（協力金、支援金

その他申請者の事業継続に資するものに限る。）における審査、支給等の事務のために使用することがあるほか、国・市

町村等他の行政機関から求めがあった場合にも、当該行政機関の実施する同趣旨の協力金等における審査・支給等の事

務のために提供することについて同意します。 

９ 申請書類に記載した情報を、大阪府暴力団排除条例第 24条に基づき、大阪府警察本部に提供することに同意します。 

10 個人情報の取扱いに関して、本協力金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が事務の一部を委託する事業者に提供

することに同意します。 

11 申請内容に関する振込口座の記入間違い等、軽微な誤りについては、大阪府（事務を委託する事業者を含む）が補正す

ることに同意します。 

12 申請内容の不備等が、大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、大阪府が当該申請は取り下げられたもの

とみなすことについて同意します。 

13 支給決定後、申請等の不備による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により、大阪府が指定する期限までに

当該不備を解消できないときは、申請者は本協力金の支給を受けることを辞退したものとみなし、当該支給決定を取り

消すことに同意します。 

14 大阪府が指定する期限までに店舗としての実績を証する書類の提出がされなかったときは、当該申請は取り下げられた

ものとみなすことについて同意します。 【要請期間中に開店した申請者の場合のみ】 

 
 
 
 
大阪府知事 様 

                         本店所在地 

（個人事業主の住所）                     

事業者名 

（法人名又は屋号）                         

代表者名 

         （個人事業主の氏名）                       

※ 法人の代表者又は個人事業主が自署してください。 

誓約日 令和３年  月  日 

誓約・同意書 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。（コピー可） 【６月２１日～８月３１日分】 

 

紙申請用 

（様式第１－７－３号） 



 
 

 

 

 

 

  

私は「飲食店等に対する営業時間短縮協力金」の早期給付を申請するにあたり、下記のすべての内容に

ついて、誓約・同意いたします。 

記 

１．誓約事項 

１ 支給要件を全て満たしています。 
２ 令和３年７月１２日から８月２２日の期間において大阪府が実施する営業時間短縮要請等を遵守します。また、期間中に

おいて、要請の内容が変更になった場合についても、変更後の要請を遵守します。要請期間中は、営業時間を短縮してい

ることや酒類の提供について大阪府の要請を遵守していることを店舗に掲示します。 

３ 大阪府の営業時間短縮協力金を初めて受給して以降、継続して営業時間短縮等の要請を遵守しています。 

４ 令和３年７月１２日から８月２２日の要請期間について、後日、営業時間短縮協力金の本申請を行います。 

５ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、大阪府暴力団排除条例第 2条第 1号に規定する暴力団、同

条第 2号に規定する暴力団員、同条第 3号に規定する暴力団員等及び同条第 4号に規定する暴力団密接関係者には、該当

せず、かつ将来にわたっても該当しません。また、上記の暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団密接関係者が経営に

事実上参画していません。 

 
２．同意事項 

１ 申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、本協力金全額の返還と違約金及び返還に要する費用の

支払いに応じます。 

２ 大阪府から店舗の活動状況に関する調査、報告又は是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じます。また、 

申請内容に疑義があった場合に、大阪府が申請店舗の関係者に対して本申請の内容について調査することに同意します。 

３ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、税務情報として使用することがあるほか、国・

市町村等他の行政機関から求めがあった場合は、税務情報として提供することについて同意します。  

４ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、大阪府の他の協力金等の事業（協力金、支援金

その他申請者の事業継続に資するものに限る。）における審査、支給等の事務のために使用することがあるほか、国・市

町村等他の行政機関から求めがあった場合にも、当該行政機関の実施する同趣旨の協力金等における審査・支給等の事

務のために提供することについて同意します。 

５ 申請書類に記載した情報を、大阪府暴力団排除条例第 24条に基づき、大阪府警察本部に提供することに同意します。 

６ 個人情報の取扱いに関して、本協力金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が事務の一部を委託する事業者に提供

することに同意します。 

７ 申請内容に関する振込口座の記入間違い等、軽微な誤りについては、大阪府（事務を委託する事業者を含む）が補正す

ることに同意します。 

８ 申請内容の不備等が、大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、大阪府が当該申請は取り下げられたもの

とみなすことについて同意します。 

９ 支給決定後、申請等の不備による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により、大阪府が指定する期限までに

当該不備を解消できないときは、申請者は本協力金の支給を受けることを辞退したものとみなし、当該支給決定を取り

消すことに同意します。 

 
 
大阪府知事 様 

                         本店所在地 

（個人事業主の住所）                     

事業者名 

（法人名又は屋号）                         

代表者名 

（個人事業主の氏名）                       

※ 法人の代表者又は個人事業主が自署してください。 

【注意】誓約日・所在地・事業者名・代表者名の記載がない場合、早期給付できない場合がありますのでご注意ください。 

 

誓約日 令和３年  月  日 

誓約・同意書 

（様式第１－７－４号） 【７月１２日～８月２２日 早期給付分】 

 



 
 

 

 

第８期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給申請書 
 

大阪府知事 様 

 
第８期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金募集要項の内容を了承の上、申請します。 

 

１．申請者の情報 
        ★印は営業時間短縮等協力金（第１期～第７期）のいずれかを受給又は申請中の方は記入不要です。 

事 業 者 の 区 分 
※□にﾁｪｯｸしてください 

□ 中小企業 □  大企業 ★法人 
  番号                  

□個人事業主 □  その他法人     ※中小企業、大企業は法人番号を記入してください。 

事 業 者 名 
（法人名又は屋号） 

フリガナ  

 

代 表 者 名 
（個人事業主の氏名） 

フリガナ  
★代表者 
生年月日     年  月  日 

 

店 舗 名 称 
（店舗名又は屋号） 

フリガナ  

 

本 店 所 在 地 
（個人事業主の住所） 

〒   － 

 

担 当 者 名 
フリガナ  

電話番号※  
 

メールアドレス※  

※変更が無くとも、速やかな不備連絡等のため記入ください。 

２.申請する対象施設（店舗）の協力金の申請情報 
 営業時間短縮等協力金（第１期～第７期）の申込番号を記入してください。記載いただいた場合、提出書類の一部を
省略いただけます。 

※協力金の申込番号は「大阪府行政オンラインシステム」のマイページで確認又は「大阪府営業時間短縮協力金コールセンター」 

（06-7178-1342）にお問い合せください。 

 
３．振込先口座の情報 
（１）本協力金の支給において、上記「２．申請する対象施設（店舗）の協力金の申請情報」に記入された場合、原則、 

過去の協力金で振り込んだ口座に振り込みます。振込先口座の変更を希望される場合は、（２）に新しい口座を 
記入ください。 

 
（２）初めて協力金を申請する事業者及び（１）で「変更する」にチェックされた方は振込先口座の情報を 

ご記入ください。併せて必ず振込先確認書類をご提出ください。 

※口座名義は、法人の場合は当該法人名義の口座、個人事業主の場合は本人名義の口座に限ります。 

金融機関名  
銀行・信用金庫 

金融機関 
コ ー ド     

信用組合・農協 

支 店 名  
本店 支 店 

コ ー ド    
支店 

預 金 種 目 □普通預金 □当座預金 
口 座 番 号 
※右詰めで記入 

       

口 座 名 義  

 

申請日 令和３年  月    日 

申込された期すべてに✔をつけてください  

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 

       
 

申込された期の 
申込番号(８桁の数字) 

※複数ある場合は 

直近の期の番号を記入ください。 

        

振込先口座

の変更 □ 変更する ※変更しない場合はチェック不要です。 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 

 

【９月１日～９月３０日分】 

※カタカナで記載してください。 

紙申請用 

（様式第１－８－１号） 



 
 

 

 

第８期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給要件確認書 

下記に記載した事項については事実と相違ありません。 

１．対象施設（店舗）の情報 （□は該当するものにチェックを入れてください。）  

店 舗 名 称 

（店舗名又は屋号） 

フリガナ  

 

対 象 店 舗 

所 在 地 

〒    － 

大阪府                       

（店舗の直通電話番号：          ） 

ホームページ等の情報 

□ 情報あり（                            ） 
※ＨＰのＵＲＬなど、インターネット上の情報で、店舗内の営業実態（内観・飲食スペース等）

が確認できるものについてご記入ください。 

□ 情報なし 
※情報なしの場合は、「店舗の内観写真」と「店舗所在地が記載されている光熱水費の検針票・ 
請求書・領収書のいずれかの写し」等を提出してください。（詳しくは募集要項のP15を確認 
してください。）なお、第１期～第７期の協力金を申請している場合は、内観写真等の提出は 
不要です。 

要請期間中の 
閉店・開店の有無 

□期間中に途中閉店又は途中開店していない 

□９月29日までに閉店又は ９月２日以降開店した 

※９月29日までに閉店した場合又は、９月２日以降に開店した場合、いずれかの日を記入ください。 
※「閉店」とは、翌日から営業実態がなくなることをいいます。 
 閉店日 令和３年９月  日     開店日 令和３年９月  日  

申 請 者 と 
対象店舗の関係 

□ 申請者は対象店舗を代表する運営者であり、管理運営の権限を有している。 
（管理運営権限を有していない方は、対象外となります。） 

業 態 

下の【対象施設(店舗)一覧表】から、該当するものの番号をご記入ください。 

＜番号＞ 「５」・「18」については、具体的な業態をご記入ください。 

  

飲食店・喫茶店の営業許可証の
有効期間 

年  月  日 ～   年  月  日 

□ 直近の申請時から変更がなかった。 

□ 直近の申請時から更新等により変更があった。 

□ 初めて協力金を申請する。 

 

【対象施設（店舗）一覧表】 

対象施設（店舗） 

飲食店 

※食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業

の許可を受けている飲食店 

※宅配・テイクアウトサービスは除く 

１ 飲食店 
２ 料理店 
３ 喫茶店 
４ 居酒屋 
５ １～４以外のその他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設 

遊興施設 

※食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業

の許可を受け、飲食提供を行っている店舗 

※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用

が相当程度見込まれる施設は要請対象外 

 

６ キャバレー 
７ ナイトクラブ 
８ ダンスホール 
９ スナック 
10 バー（接待や遊興を伴うもの） 
11 ダーツバー 
12 パブ 
13 サロン 
14 ホストクラブ 
15 ディスコ 
16 カラオケボックス 
17 カラオケ喫茶 
18 ６～17以外のその他遊興施設 

結婚式場 

※食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業

の許可を受け、飲食提供を行っている結婚式場 

19 結婚式場 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 【９月１日～９月３０日分】 

 
紙申請用 

※店舗名はできるだけ詳しく書いてください。 例：大阪食堂 大手前店 

 

⇒許可証の添付が必要です。 } 

（様式第１－８－２号） 



 
 

 

２.本協力金の支給額等に関する情報 

支  給  額 

（ 申 請 額 ） 

以下の①～③のいずれかにチェックを入れ、②・③の場合は支給単価（１日当たりの支給額）を算定

シートから転記してください。支給額は支給単価×対象期間（日数：最大３０日間）となります。日

数については下記３．で選択いただいた日数となります。 

□ ①支給単価（１日当たりの支給額）一律４万円 

□ 
②売上高方式 ※上限10万円 
支給単価（１日当たりの支給額）  円 

   ０ ０ ０ 

□ 
③売上高減少額方式 ※上限20万円 
支給単価（１日当たりの支給額）  円 

   ０ ０ ０ 

②・③を選択する場合は、募集要項P14の参照月を含む確定申告書や帳簿、算定シートの添付が必須

です。 

 

３．要請の遵守状況（□は該当するものにチェックを入れてください。） 

感染拡大予防ガ

イドライン及び要

請を遵守した期間 

以下の①～③のいずれかにチェックを入れてください。 

□ ①令和３年９月１日から令和３年９月３０日まで（３０日間） 

□ ②前半のみ：令和３年９月１日から令和３年９月１２日まで（１２日間） 

□ ③後半のみ：③令和３年９月１３日から令和３年９月３０日まで（１８日間） 

期間中に閉店又は開店した場合は、閉店日まで又は開店日から要請を遵守していること 

通常の営業時間及
び要請を遵守した
内容 
 

以下の①～③のいずれかにチェックを入れてください。 

＜通常の営業時間：午後８時より後の時間を含む＞ 

□ ①対象期間中、休業した。 

□ 
②対象期間中、酒類の提供（利用者が酒類を店内に持ち込む場合を含む）及びカラオケ

設備の提供をしないで、午後８時までに営業時間を短縮した。 

※対象期間中の一部の期間で休業した場合を含む。 

＜通常の営業時間：午後８時以前＞ 

□ 

③通常酒類の提供（利用者が酒類を店内に持ち込む場合を含む）又はカラオケ設備の提

供を行っており、対象期間中、休業した。 

※酒類及びカラオケ設備の提供を元々行っておらず、通常、午後８時までの時間

帯のみ営業している店舗は、支給対象外となります。 

 

４．大阪府が発行する「感染防止宣言ステッカー（ブルーステッカー）」の導入に関する情報 

※営業時間短縮等協力金（第１期～第７期）のいずれかを受給又は申請中の方は記入不要です。 

 

 

 

 

登録ナンバー 
対象店舗に掲示しているステッカーの 
ナンバー（６ケタ）をご記入ください。       

ステッカー導入 
時期 

□ ①ステッカー導入期限（対象期間の始期又は開店日）までに導入できた。 

□ ②ステッカー導入期限（対象期間の始期又は開店日）までに導入できなかった。 

やむを得ない
理由 

②「ステッカー導入期限（対象期間の始期又は開店日）までに導入できなかった。」を選ん
だ場合、下記に理由を記載してください。 

（                                  ） 

例）ステッカーを登録するだけでよく、掲示が必要だと認識していなかったため。 

 

, 

, 



 
 

誓約・同意書 
 
 

私は「第８期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金」の早期給付(先行受付)を申請するにあたり、下記のすべての

内容について、誓約・同意いたします。 

記 

１．誓約事項 

１ 支給要件を全て満たしています。 
２ 令和３年９月１日から９月３０日の期間において大阪府が実施する営業時間短縮要請等を遵守します。また、期間中におい

て、要請の内容が変更になった場合についても、変更後の要請を遵守します。要請期間中は、営業時間を短縮していることや

酒類の提供について大阪府の要請を遵守していることを店舗に掲示します。 

３ 初めて受給した大阪府の営業時間短縮協力金の要請期間以降、継続して営業時間短縮等の要請を遵守しています。 

４ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、大阪府暴力団排除条例第 2条第 1号に規定する暴力団、同条第

2号に規定する暴力団員、同条第 3号に規定する暴力団員等及び同条第 4号に規定する暴力団密接関係者には、該当せず、か

つ将来にわたっても該当しません。また、上記の暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団密接関係者が経営に事実上参画し

ていません。 

２．同意事項 

１ 

 

申請店舗が、上記誓約事項３を満たしていない場合においては、９月２４日から申請受付を開始する一般受付として大阪府

が審査することに同意します。 

２ 申請店舗名称（店舗名又は屋号）・所在地（市町村及び行政区名まで）の公表に応じます。 

３ 申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、本協力金全額の返還と違約金及び返還に要する費用の支

払いに応じます。 

４ 本協力金と同時期の大阪府大規模施設等協力金を重複して受給した場合は、いずれかの協力金の返還に応じます。 

５ 大阪府から店舗の活動状況に関する調査、報告又は是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じます。また、申請内

容に疑義があった場合に、大阪府が申請店舗の関係者に対して本申請の内容について調査することに同意します。 

６ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で提出した営業に必要な許可等の申請書類について、所管官庁等への申請

情報等と照合することに同意します。 

７ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で入力及び提出したステッカーの内容について、大阪府が発行する「感染

防止宣言ステッカー（ブルーステッカー）」と「感染防止認証ゴールドステッカー」の登録情報と照合することに同意しま

す。 

８ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、税務情報として使用することがあるほか、国・市町

村等他の行政機関から求めがあった場合は、税務情報として提供することについて同意します。 

９ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、大阪府の他の協力金等の事業（協力金、支援金その

他申請者の事業継続に資するものに限る。）における審査、支給等の事務のために使用することがあるほか、国・市町村等

他の行政機関から求めがあった場合にも、当該行政機関の実施する同趣旨の協力金等における審査・支給等の事務のために

提供することについて同意します。 

10 申請書類に記載した情報を、大阪府暴力団排除条例第 24条に基づき、大阪府警察本部に提供することに同意します。 

11 個人情報の取扱いに関して、本協力金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が事務の一部を委託する事業者に提供する

ことに同意します。 

12 申請内容に関する振込口座の記入間違い等、軽微な誤りについては、大阪府（事務を委託する事業者を含む）が補正するこ

とに同意します。 

13 申請内容の不備等が、大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、大阪府が当該申請は取り下げられたものとみ

なすことについて同意します。 

14 支給決定後、申請等の不備による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により、大阪府が指定する期限までに当該

不備を解消できないときは、申請者は本協力金の支給を受けることを辞退したものとみなし、当該支給決定を取り消すこと

に同意します。 

 
大阪府知事 様 

                         本店所在地 

（個人事業主の住所）                       

事業者名 

（法人名又は屋号）                         

代表者名 

（個人事業主の氏名）                       

※ 法人の代表者又は個人事業主が自署又は記名押印してください。 

 

 

  

誓約日 令和３年９月  日 

第８期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金【早期給付(先行受付)専用】 

 

【注意】誓約日・所在地・事業者名・代表者名の記載がない場合、早期給付できない場合がありますのでご注意ください。 

 

（様式第１－８－３－１号） 



- 22 - 
 

 

                                     
 
私は「第８期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」の支給を申請するにあたり、下記のすべての内容

について、誓約・同意いたします。 

    記 

１ 誓約事項 

１ 支給要件を全て満たします。 

２ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、大阪府暴力団排除条例第 2条第 1号に規定する暴力団、

同条第 2号に規定する暴力団員、同条第 3号に規定する暴力団員等及び同条第 4号に規定する暴力団密接関係者には、

該当せず、かつ将来にわたっても該当しません。また、上記の暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団密接関係者が

経営に事実上参画していません。 

 
２ 同意事項 

１ 申請店舗名称（店舗名又は屋号）・所在地（市町村及び行政区名まで）の公表に応じます。 

２ 申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、本協力金全額の返還と違約金及び返還に要する費用

の支払いに応じます。 

３ 本協力金と同時期の大阪府大規模施設等協力金を重複して受給した場合は、いずれかの協力金の返還に応じます。 

４ 大阪府から店舗の活動状況に関する調査、報告又は是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じます。また、申

請内容に疑義があった場合に、大阪府が申請店舗の関係者に対して本申請の内容について調査することに同意します。 

５ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で提出した営業に必要な許可等の申請書類について、所管官庁等への

申請情報等と照合することに同意します。 

６ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で入力及び提出したステッカーの内容について、大阪府が発行する

「感染防止宣言ステッカー（ブルーステッカー）」と「感染防止認証ゴールドステッカー」の登録情報と照合することに

同意します。 

７ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、税務情報として使用することがあるほか、国・

市町村等他の行政機関から求めがあった場合は、税務情報として提供することについて同意します。 

８ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、大阪府の他の協力金等の事業（協力金、支援金

その他申請者の事業継続に資するものに限る。）における審査、支給等の事務のために使用することがあるほか、国・市

町村等他の行政機関から求めがあった場合にも、当該行政機関の実施する同趣旨の協力金等における審査・支給等の事

務のために提供することについて同意します。 

９ 申請書類に記載した情報を、大阪府暴力団排除条例第 24条に基づき、大阪府警察本部に提供することに同意します。 

10 個人情報の取扱いに関して、本協力金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が事務の一部を委託する事業者に提供

することに同意します。 

11 申請内容に関する振込口座の記入間違い等、軽微な誤りについては、大阪府（事務を委託する事業者を含む）が補正す

ることに同意します。 

12 申請内容の不備等が、大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、大阪府が当該申請は取り下げられたもの

とみなすことについて同意します。 

13 支給決定後、申請等の不備による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により、大阪府が指定する期限までに

当該不備を解消できないときは、申請者は本協力金の支給を受けることを辞退したものとみなし、当該支給決定を取り

消すことに同意します。 

14 【要請期間中に開店した申請者の場合のみ】 

開店日から２ヶ月以内に店舗としての実績を証する書類を提出せず、大阪府が指定する期限までになお提出しなかった

ときは、大阪府が当該申請は取り下げられたものとみなすことについて同意します。  

 
 
 

※ 誓約日は実際に記入した日付を必ず記載ください。 
大阪府知事 様 

                         本店所在地 

（個人事業主の住所）                     

事業者名 

（法人名又は屋号）                         

代表者名 

         （個人事業主の氏名）                     

※ 法人の代表者又は個人事業主が自署してください。 

  

誓約日 令和３年  月  日 

誓約・同意書 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。（コピー可） 【９月１日～９月３０日分】 

 
紙申請用 

（様式第１－８－３－２号） 
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第９期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給申請書 
 

大阪府知事 様 

 
第９期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金募集要項の内容を了承の上、申請します。 

 

１．申請者の情報 
        ★印は営業時間短縮協力金（第１期～第８期）のいずれかを受給又は申請中の方は記入不要です。 

事 業 者 の 区 分 
※□にﾁｪｯｸしてください 

□ 中小企業 □  大企業 
★法人 

  番号     
             

□個人事業主 □  その他法人     ※中小企業、大企業は法人番号を記入してください。 

事 業 者 名 
（法人名又は屋号） 

フリガナ  

 

代 表 者 名 
（個人事業主の氏名） 

フリガナ  
★代表者 
生年月日     年  月  日 

 

店 舗 名 称 
（店舗名又は屋号） 

フリガナ  

 

本 店 所 在 地 
（個人事業主の住所） 

〒   － 

 

担 当 者 名 
フリガナ  

電話番号※  
 

メールアドレス※  

※変更が無くとも、速やかな不備連絡等のため記入ください。 

２.申請する対象施設（店舗）の協力金の申請情報 
 営業時間短縮協力金（第１期～第８期）の申込番号を記入してください。記載いただいた場合、提出書類の一部を省
略いただけます。 

※協力金の申込番号は「大阪府行政オンラインシステム」のマイページで確認又は「大阪府営業時間短縮協力金コールセンター」 

（06-7178-1342）にお問い合せください。 

 
３．振込先口座の情報 
（１）本協力金の支給において、上記「２．申請する対象施設（店舗）の協力金の申請情報」に記入された場合、原則、 

過去の協力金で振り込んだ口座に振り込みます。振込先口座の変更を希望される場合は、（２）に新しい口座を 
記入ください。 

 
（２）初めて協力金を申請する事業者及び（１）で「変更する」にチェックされた方は振込先口座の情報を 

ご記入ください。併せて必ず振込先確認書類をご提出ください。 

※口座名義は、法人の場合は当該法人名義の口座、個人事業主の場合は本人名義の口座に限ります。 

金融機関名  
銀行・信用金庫 

金融機関 
コ ー ド     

信用組合・農協 

支 店 名  
本店 支 店 

コ ー ド    
支店 

預 金 種 目 □普通預金 □当座預金 
口 座 番 号 
※右詰めで記入 

       

口 座 名 義  

申請日 令和３年  月    日 

申込された期すべてに✔をつけてください  

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 

        
 

申込された期の 
申込番号(８桁の数字) 
※複数ある場合は 

直近の期の番号を記入

ください。 

        

振込先口座

の変更 □ 変更する ※変更しない場合はチェック不要です。 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 

 
【１０月１日～１０月２４日分】 

※カタカナで記載してください。 

紙申請用 

（様式第１－９－１号） 



 
 
 

 

第９期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給要件確認書 

下記に記載した事項については事実と相違ありません。 

１．対象施設（店舗）の情報 （□は該当するものにチェックを入れてください。） 
 

店 舗 名 称 

（店舗名又は屋号） 

フリガナ  

 

対 象 店 舗 

所 在 地 

〒    － 

大阪府                       

（店舗の直通電話番号：          ） 

ホームページ等の情報 

□ 情報あり（                            ） 

※ＨＰのＵＲＬなど、インターネット上の情報で、店舗内の営業実態（内観・飲食スペース等）が確認でき

るものについてご記入ください。 

□ 情報なし 
※情報なしの場合は、「店舗の内観写真」と「店舗所在地が記載されている光熱水費の検針票・請求書・ 

領収書のいずれかの写し」等を提出してください。（詳しくは募集要項のP18を確認してください。） 

通常の営業時間 

要請がなかった期間において、営業を終了することとしていた時間を選んでください。 

□ 午後９時を超える 

□ 午後８時を超えて、午後９時まで 

※感染防止認証ゴールドステッカー普及促進のため、第９期に限った経過措置として、通常の営業終了時間

が午後８時を超えて午後９時までである感染防止認証ゴールドステッカー認証店舗についても、午後９時

までに営業を終了すれば対象 

 

・ 午後８時まで ➡【注意】本協力金の対象外となります（申請できません） 

要請期間中の 
閉店・開店の有無 

□ 期間中に途中閉店又は途中開店していない 

□ １０月２３日までに閉店 閉店日 令和３年１０月  日 

□ １０月２日以降開店した 開店日 令和３年１０月  日 

※10月23日までに閉店した場合又は、10月２日以降に開店した場合、いずれかの日を記入ください。 
※「閉店」とは、翌日から営業実態がなくなることをいいます。 

申 請 者 と 
対象店舗の関係 

□ 申請者は対象店舗を代表する運営者であり、管理運営の権限を有している。 
（管理運営権限を有していない方は、対象外となります。） 

業 態 

裏面の【対象施設(店舗)一覧表】から、該当するものの番号をご記入ください。 

＜番号＞ 「５」・「18」については、具体的な業態をご記入ください。 

  

飲食店・喫茶店の営業許可証の
有効期間 

年  月  日 ～   年  月  日 

□ 対象期間を含んでおり、直近の申請時から変更等がなかった。 

□ 直近の申請時から更新等により変更があった。 

□ 初めて協力金を申請する。 

飲食店・喫茶店の営業所所在地 

□ 営業所所在地が特定されている（固定店舗） 

□ 営業所所在地が１か所に特定されていない 
  （〇〇市内一円の露店・自動車営業許可等） 

飲食店・喫茶店の営業許可証の
名義 

□ 申請者と同一である。 

□ 申請者と異なる。 

（親族や法人名の場合も含む） 

 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。 【１０月１日～１０月２４日分】 

 

紙申請用 

※店舗名はできるだけ詳しく書いてください。 例：大阪食堂 大手前店 

 

} ⇒許可証の添付が必要です。 

} ⇒申立書の添付が必要です。 

} ⇒許可証の添付が必要です。 

裏面つづく 

いずれかに☑ください。 

（様式第１－９－２号） 



 
 
 

【対象施設（店舗）一覧表】 

対象施設（店舗） 

飲食店 

※食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業

の許可を受けている飲食店 

※宅配・テイクアウトサービスは除く 

１ 飲食店 

２ 料理店 

３ 喫茶店 

４ 居酒屋 

５ １～４以外のその他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設 

遊興施設 

※食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業

の許可を受け、飲食提供を行っている店舗 

※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利

用が相当程度見込まれる施設は要請対象外 

※カラオケボックスは、カラオケ設備の利用自粛の対

象外。ただし、利用者の密を避ける、換気の確保等、

感染対策を徹底すること。 

 

６ キャバレー 

７ ナイトクラブ 

８ ダンスホール 

９ スナック 

10 バー（接待や遊興を伴うもの） 

11 ダーツバー 

12 パブ 

13 サロン 

14 ホストクラブ 

15 ディスコ 

16 カラオケボックス 

17 カラオケ喫茶 

18 ６～17以外のその他遊興施設 

結婚式場 

※食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業

の許可を受け、飲食提供を行っている結婚式場 

19 結婚式場 

 

２.本協力金の支給額等に関する情報（□は該当するものにチェックを入れてください。） 

支  給  額 

（ 申 請 額 ） 

以下の①～③のいずれかにチェックを入れ、②・③の場合は支給単価（１日当たりの支給額）を算

定シートから転記してください。支給額は支給単価×対象期間（日数：最大２４日間）となりま

す。 

□ ①支給単価（１日当たりの支給額）一律２５，０００円（定額） 

□ 
②売上高方式 ※上限75,000円 
支給単価（１日当たりの支給額）   円 

  ０ ０ ０ 

□ 
③売上高減少額方式 ※上限200,000円 
支給単価（１日当たりの支給額）  円 

   ０ ０ ０ 

②・③を選択する場合は、参照月（10月）を含む確定申告書や帳簿、算定シートの添付が必須で

す。 

 

３．大阪府が発行する感染防止宣言ステッカー（ブルーステッカー）の導入に関する情報 

※営業時間短縮協力金（第１期～第８期）のいずれかを受給又は申請中の方は記入不要ですが、 

新たに番号を取得した場合は再度記入ください。 

 

４．大阪府が発行する感染防止認証ゴールドステッカー認証に関する情報（認証店舗のみ記入） 

 

ステッカー番号 
対象店舗に掲示しているステッカーの 
番号（６ケタ）をご記入ください。       

導入時期 
□ ①導入期限（対象期間の始期又は開店日）までに導入できた。 

□ ②導入期限（対象期間の始期又は開店日）までに導入できなかった。 

やむを得ない
理由 

②「ステッカー導入期限（対象期間の始期又は開店日）までに導入できなかった。」を選ん
だ場合、下記に理由を記載してください。 

（                                  ） 

ステッカー番号 
対象店舗に掲示しているステッカーの 
番号（６ケタ）をご記入ください。       

導入時期 
□ ①令和３年１０月１日までに認証取得済み。 

□ ②令和３年１０月２日から令和３年１０月２４日までに認証を取得。 

, 

, 

例）ステッカーを登録するだけでよく、掲示が必要だと認識していなかったため。 

 

次ページつづく 



 
 
 

５．要請を遵守した内容（該当する□にチェックを入れてください。） 

 

（１）感染拡大予防ガイドラインについて 

□ 対象期間中、全てにおいてガイドラインを遵守した。 

 
 
（２）要請遵守の確認について 

□ 対象期間中、以下の要請内容を確認し、遵守した（一部休業した場合を含む）。 

□ 対象期間中、全て休業した。 

 

【要請内容】 

 

※要請期間中に、感染防止認証ゴールドステッカーの認証を取得した店舗については、取得前はＡの、

取得後はＢの要請内容を遵守すること。 

 

  

酒類の提供
（利用者による店内持込みを含む）

人数制限

カラオケ設備の利用

Ａ．感染防止宣言ステッカー（ブルー
ステッカー）導入店舗

通常、午後８時を超えて営業する店舗
が、午後８時までに営業を短縮（休業を
含む）。

自粛

同一グループ・同一テーブル原則４人以内（同居家族の場合は除く。）

自粛 午前11時から午後８時半まで

Ｂ．感染防止認証ゴールドステッカー
認証店舗

通常、午後９時を超えて営業する店舗
が、午後９時までに営業を短縮（休業を
含む）。

なお、感染防止認証ゴールドステッカー普及
促進のため、第９期に限った経過措置とし
て、通常の営業終了時間が午後８時を超え午
後９時までである店舗についても、午後９時
までに営業を終了すれば対象。

営業時間



 
 
 

 
 

私は「第９期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」の支給を申請するにあたり、下記のすべての内容

について、誓約・同意いたします。 

    記 

１ 誓約事項 

１ 支給要件を全て満たします。 

２ 申請者は対象店舗を代表する運営者であり、管理運営の権限を有しています。 

３ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、大阪府暴力団排除条例第 2条第 1号に規定する暴力団、

同条第 2号に規定する暴力団員、同条第 3号に規定する暴力団員等及び同条第 4号に規定する暴力団密接関係者には、

該当せず、かつ将来にわたっても該当しません。また、上記の暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団密接関係者が

経営に事実上参画していません。 
 
２ 同意事項 

１ 申請店舗名称（店舗名又は屋号）・所在地（市町村及び行政区名まで）の公表に応じます。 

２ 申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、本協力金全額の返還と違約金及び返還に要する費用

の支払いに応じます。 

３ 大阪府から店舗の活動状況に関する調査、報告又は是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じます。また、申

請内容に疑義があった場合に、大阪府が申請店舗の関係者に対して本申請の内容について調査することに同意します。 

４ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で提出した営業に必要な許可等の申請書類について、所管官庁等への

申請情報等と照合することに同意します。 

５ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で入力及び提出したステッカーの内容について、大阪府が発行する感

染防止宣言ステッカー（ブルーステッカー）と感染防止認証ゴールドステッカーの登録情報と照合することに同意しま

す。 

６ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、税務情報として使用することがあるほか、国・

市町村等他の行政機関から求めがあった場合は、税務情報として提供することについて同意します。 

７ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、大阪府の他の協力金等の事業（協力金、支援金

その他申請者の事業継続に資するものに限る。）における審査、支給等の事務のために使用することがあるほか、国・市

町村等他の行政機関から求めがあった場合にも、当該行政機関の実施する同趣旨の協力金等における審査・支給等の事

務のために提供することについて同意します。 

８ 申請書類に記載した情報を、大阪府暴力団排除条例第 26条に基づき、大阪府警察本部に提供することに同意します。 

９ 個人情報の取扱いに関して、本協力金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が事務の一部を委託する事業者に提供

することに同意します。 

10 申請内容に関する振込口座の記入間違い等、軽微な誤りについては、大阪府（事務を委託する事業者を含む）が補正す

ることに同意します。 

11 申請内容の不備等が、大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、大阪府が当該申請は取り下げられたもの

とみなすことについて同意します。 

12 支給決定後、申請等の不備による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により、大阪府が指定する期限までに

当該不備を解消できないときは、申請者は本協力金の支給を受けることを辞退したものとみなし、当該支給決定を取り

消すことに同意します。 

13 【要請期間中に開店した申請者の場合のみ】 

開店日から２ヶ月以内に店舗としての実績を証する書類を提出せず、大阪府が指定する期限までになお提出しなかった

ときは、大阪府が当該申請は取り下げられたものとみなすことについて同意します。  

 
 
 
 

※ 誓約日は実際に記入した日付を必ず記載ください。 
大阪府知事 様 

                         本店所在地 

（個人事業主の住所）                     

事業者名 

（法人名又は屋号）                         

代表者名 

         （個人事業主の氏名）                     

※ 法人の代表者又は個人事業主が自署してください。 

誓約日 令和３年  月  日 

誓約・同意書 

※複数の店舗を申請する場合は、店舗数分必要です。（コピー可） 【１０月１日～１０月２４日分】 

 
紙申請用 

（様式第１－９－３号） 



 
 
 

相続人の代表者指定（変更）申出書 

  年  月  日  

 大阪府知事 様 

             
 

代表者氏名                

（電話番号              ） 

 

 大阪府営業時間短縮協力金について、下記のとおり相続人の代表者を指定（変更）しましたので、大阪府営

業時間短縮協力金支給規則第９条第３項の規定により申し出ます。 

 相続人の全員は、被相続人が申請した以下の協力金について、相続人代表者が申し出ること及び支給決定

がなされた場合は相続人代表者が受給することに同意します。 

なお、本協力金について相続人間で紛議が生じた場合は、相続人の責任において処理いたします。 

被

相

続

人 

死 亡 時 の 

住 所 
 

氏 名  死 亡 年 月 日 年  月  日 

相 

続 

人 

住 所 氏 名 被相続人との続柄 登録印（実印） 

代

表

者 

    

そ

の

他 

    

    

    

 

相続人代表者の振込先口座 

金融機関名  
銀行・信用金庫 

金 融 機 関 
コ ー ド     

信用組合・農協 

支 店 名  
本店 

支 店 
コ ー ド    

支店 

預 金 種 目 □普通預金 □当座預金 
口 座 番 号 

※右詰めで記入 
       

口 座 名 義 
 

   （裏面へ続く） 

 

※カタカナで記載してください。 

（様式第２号） 



 
 
 

申請情報 

店舗名 

フリガナ 

 

対象店舗 

所在地 

〒   - 

 

大阪府 

対象となる協力金 

  

第   期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金 

 

 ※ 対象となる協力金が複数ある場合は、以下に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

  

（「第〇期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」とご記入ください。） 



 
 
 

 

 

 

  

相続人代表者              は、大阪府営業時間短縮協力金の支給を申請するにあたり、

下記の内容について、誓約・同意いたします。 

    記 

１誓約事項 

１ 支給要件を全て満たしています。 
 

 

２ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、大阪府暴力団排除条例第2条第1号に
規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等及び同条第4号に
規定する暴力団密接関係者には、該当せず、かつ将来にわたっても該当しません。また、上記の暴
力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団密接関係者が経営に事実上参画していません。 

 

 
２同意事項 

１ 申請店舗名称（店舗名又は屋号）・所在地（市町村及び行政区名まで）の公表に応じます。 

 
 

 

２ 申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、本協力金全額の返還と違約金及
び返還に要する費用の支払いに応じます。 

３ 本協力金と大阪府大規模施設等協力金を重複して受給した場合は、いずれかの協力金の返還に応じ
ます。 

４ 大阪府から店舗の活動状況に関する調査、報告又は是正のための措置の求めがあった場合は、これ
に応じます。また、申請内容に疑義があった場合に、大阪府が申請店舗の関係者に対して本申請の
内容について調査することに同意します。 

５ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で提出した営業に必要な許可等の申請書類につい
て、所管官庁等への申請情報等と照合することに同意します。 

６ 本協力金の審査・支給に関する事務に限り、申請で入力及び提出したステッカーの内容について、
大阪府「感染防止宣言ステッカー」の登録情報と照合することに同意します。 

７ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、税務情報として使用するこ
とがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合は、税務情報として提供すること
について同意します。  

８ 支給又は不支給に関する情報並びに申請書類に記載した情報について、大阪府の他の協力金等の事
業（協力金、支援金その他申請者の事業継続に資するものに限る。）における審査、支給等の事務の
ために使用することがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合にも、当該行政
機関の実施する同趣旨の協力金等における審査・支給等の事務のために提供することについて同意
します。 

９ 申請書類に記載した情報を、大阪府暴力団排除条例第26条に基づき、大阪府警察本部に提供するこ
とに同意します。 

10 個人情報の取扱いに関して、本協力金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が事務の一部を委
託する事業者に提供することに同意します。 

11 申請内容に関する振込口座の記入間違い等、軽微な誤りについては、大阪府（事務を委託する事業
者を含む）が補正することに同意します。 

12 申請内容の不備等が、大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、大阪府が当該申請は
取り下げられたものとみなすことについて同意します。 

13 支給決定後、申請等の不備による振込不能等があり、申請者（相続人）の責に帰すべき事由によ
り、大阪府が指定する期限までに当該不備を解消できないときは、申請者（相続人）は本協力金の
支給を受けることを辞退したものとみなし、当該支給決定を取り消すことに同意します。 

14 大阪府が指定する期限までに店舗としての実績を証する書類の提出がされなかったときは、当該申
請は取り下げられたものとみなすことについて同意します。 【要請期間中に開店した申請者（相
続人）の場合のみ】 

 
※誓約・同意事項を確認し、上記の三つのチェックボックスに必ずチェックを入れてください。 

 
 
 
大阪府知事 様 

                          

相続人代表者名                      

 

誓約日  年  月  日 

誓約・同意書 （様式第３号） 



 
 
 

 

令和  年 月 日 

 

 

 

大阪府知事 様 

 

 

所 在 地 

名  称 

代 表 者                 

（申込番号） 

 

 

 

協力金申請取下書 

 

 

 

 （当社・私）が申請した第  期大阪府営業時間短縮協力金について、申請を取り下げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（様式第４号） 



 
 
 

 

 

  令和  年  月  日 

 

大阪府知事 様 

 

所 在 地 

名  称 

代 表 者                 

                   （申込番号） 

 

 

協力金支給要件欠如届出書 

 

 

  年  月  日に支給があった第  期大阪府営業時間短縮協力金について、支給の要件

を満たさなくなったため、大阪府新型コロナウイルス感染症のまん延に係る営業時間の短縮の要

請に応じた事業者に対する協力金の支給に関する要綱第１０条の規定に基づき届け出ます。 

 

 

記 

 

１ 支給の要件を満たさなくなった事実の発生日 

 

 

２ 支給の要件を満たさなくなった理由 

 

 

 

 

※ 支給の要件を満たさなくなった理由については、その事実を証する書類があれば添付するこ

と。 

 

 

（様式第５号） 


